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規 則 

 

 林 業 経 営 基 盤 の 強 化 等 の 促 進 の た め の 資 金 の 融 通 等 に 関 す る 暫 定 措 置 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ

に 公 布 し ま す 。 

  平 成 二 十 九 年 三 月 三 十 一 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

三 重 県 規 則 第 四 十 一 号 

   林 業 経 営 基 盤 の 強 化 等 の 促 進 の た め の 資 金 の 融 通 等 に 関 す る 暫 定 措 置 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 林 業 経 営 基 盤 の 強 化 等 の 促 進 の た め の 資 金 の 融 通 等 に 関 す る 暫 定 措 置 法 施 行 細 則 （ 昭 和 五 十 五 年 三 重 県 規 則 第

四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 第 四 号 様 式 か ら 第 七 号 様 式 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。 
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第 4 号様式（第 5 条関係） 

合 理 化 計 画 認 定 申 請 書                

 

年  月  日   

 

   三重県知事 宛て 

 

住 所  事業体等の所在地     

氏 名  名称及び代表者名 （印）  

（※法人にあつては、登記してい 

る住所、名称及び代表者名） 

 

 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第 4 条第 1 項の規定に基づき、合

理化計画について認定を申請します。 

 

1 設立年月日：    年  月  日設立 

2 構成員名簿：□ 木材協同組合関係  □ 数人共同の事業体 

           （上記の該当する□にレを記入し、下記の名簿に構成員の会社の住所、名称及び代表者名を記入） 

構 成 員 

事 務 所 所 在 地 

会 社 名 

代 表 者 名 

 

構 成 員 

事 務 所 所 在 地 

会 社 名 

代 表 者 名 

 

構 成 員 

事 務 所 所 在 地 

会 社 名 

代 表 者 名 

 

※ 必要に応じて欄を増やすこと。 
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第 5 号様式（第 5 条関係） 

その 1 

合 理 化 計 画 書                

【事業経営改善合理化資金関係：素材生産等促進資金】 

事 業 体 等 の 名 称  

1  事業の経営の現状及び事業の経営改善に関する措置 

(1) 事業体等に係る基本的事項（※該当する□にレ(ﾁｪｯｸ)を記入） 

主な事業 □ 素材生産 □ 製材 □加工 □ 素材市場 □ 製品市場 □ 卸売 

事
業
体
等
の
構
成 

森林所有者関係 □ ①所有する森林面積がおおむね 30ha 以上の森林所有者（所有森林面積：    ha） 

森林組合関係 □ ②森林組合  □ ③森林組合連合会 

木材協同組合関係 □ ④中小企業等協同組合等の組合  □ ⑤中小企業等協同組合等の連合会 

単独事業体関係 □ ⑥木材の年間取扱量がおおむね 3,000ｍ3以上の事業体 

□ ⑦木材の年間取扱量がおおむね 1,500ｍ3 以上でかつ木材等の取扱量が増加するよう計画し

ている事業体 

□ ⑧新製品の開発等により木材の需要の拡大に努めている事業体 

                                     （「付表－3」が必要） 

□ ⑨「製材の日本農林規格(構造用製材に係るものに限る)」の認定を受けた木材の製造を営む

事業体（認定を受けたことを証明する書類の写しが必要） 

数人共同

の事業体 

4 人 

以上 

□ ⑩法人格を有しない同一の目的を有する事業体 

（別紙「数人共同の事業体に係る参考資料」の記入が必要）

2 人 

以上 

□ ⑪構成員における木材の年間取扱量計がおおむね 3,000ｍ3以上の事業体 

（別紙「数人共同の事業体に係る参考資料」の記入が必要）

□ ⑫ＪＡＳ認定工場を営む者又は 1 年以内に認定が確実に見込まれる者の事業体 

（認定を受けたこと（又は認定中）を証明する書類の写しが必要）

（別紙「数人共同の事業体に係る参考資料」の記入が必要）

その他 □ ⑬造林公社、林業公社  □ ⑭第 3 セクター □ ⑮生産森林組合 

利
率
優
遇
要
件

3 倍協調要件 □ 木材の年間取扱量がおおむね 3,000ｍ3以上であって、計画期間内に木材の取扱量が増加す 

るよう計画している事業体 

 

 

(2) 事業の経営改善の基本的方向 

 

（注） 加工を併せて行う者については、その加工に係る製品の生産に関する事項を、⑧の者については、木材需要の拡

大に関する事項を含めて記入すること。 
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(3) 財務状況：〔最近 3 か年の貸借対照表（又は資産・負債状況のわかる書類）、損益計算書及びその他参考

となる書類を添付〕 

 

(4) 事業等の現状・計画：（始期平成 年 月 日～終期平成 年 月 日） 

年  次 

計画等 
現状（実績） 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

※担当者 

記入欄 

(伸び率)木材取扱量 

（ｍ3） 

平均   計  木材取扱計画量（ｍ3） 

 うち国産材  

     

 

直近   計  

 うち国産材  

2 年前  計  うち国産材（ｍ3） 

 うち国産材  

     3 年前  計  

 うち国産材  

□新製品等 □ＪＡＳ        

素
材
生
産
等
促
進
資
金
に
係
る
事
業
の
計
画
量

素材生

産計画

量 

（ｍ3） 

平均 ［                 ］

［  ］ ［  ］ ［  ］ ［  ］ ［  ］  

直近  

2 年前  

3 年前  

素材引

取計画

量 

（ｍ3） 

平均   計  素材引取計画量（ｍ3） 

 

 うち国産材  

     直近   計  

 うち国産材  

2 年前  計  うち国産材（ｍ3） 

 うち国産材  

     3 年前   計  

 うち国産材  

□新製品等 □ＪＡＳ        

製品引

取計画

量 

(ｍ3） 

平均    計  製品引取計画量（ｍ3） 

 

 うち国産材  

     直近     計  

 うち国産材  

2 年前   計  うち国産材（ｍ3） 

 うち国産材       

3 年前   計       
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  うち国産材        

□新製品等 □ＪＡＳ        

素材加

工計画

量 

(ｍ3） 

平均  計  素材加工計画量（ｍ3） 

 

 うち国産材  

     直近   計  

 うち国産材  

2 年前  計  うち国産材（ｍ3） 

 うち国産材  

     3 年前  計  

 うち国産材  

□新製品等 □ＪＡＳ        

事業に直接

従事する従

業員数 

(人) 

平均  

      
直近  

2 年前  

3 年前  

一人当たり

の木材取扱

計画量 

（ｍ3/人） 

平均  一人当たりの木材取扱計画量（ｍ3／人） 

 

 うちＪＡＳ製品  

     直近  

 うちＪＡＳ製品  

2 年前  うちＪＡＳ製品量（ｍ3／人） 

 うちＪＡＳ製品  

     3 年前  

 うちＪＡＳ製品  

  （注 1） 「計画期間の始期及び終期」については、必ずしも「国等の会計年度」や「事業体の決算期」に合致させなく

ともよい。 

  （注 2） 「現状（実績）」欄には、直近の実績を含む過去 3 か年の実績及び平均値を記入する。 

  （注 3） 「内訳」欄には、資金を借り受けようとする事業についてのみ計画量等を記載する。 

  （注 4） 「素材生産計画量」欄の［  ］： ①の者については、主伐計画量を内書で記入する。 

                        ⑧の者については、新製品の開発等（葉枯らしによる天然乾燥材）に係

る素材生産計画量を内書で記入する（その他の事業体については、記入の

必要なし。）。 

  （注 5） 「□新製品等□ＪＡＳ」欄について、⑧の者は、新製品の開発等に係る木材取扱計画量を内書で記入する。 

       また、⑨の者は、ＪＡＳ製品に係る素材引取計画量を内書で記入する（その他の事業体については、記入の必

要なし。）。 

  （注 6） ①の者については、「事業に直接従事する従業員数」欄及び「一人当たりの木材取扱計画量」欄の記入は不要 

  （注 7） 「一人当たりの木材取扱計画量」の「うちＪＡＳ製品」欄について、⑨の者は、ＪＡＳ製品に係る一人当たり
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の木材取扱計画量を内書で記入する（その他の事業体については、記入の必要なし。）。 

  （注 8） 素材生産又は素材・製品等の引取以外の事業を併せて行っている者については、「付表-1」を添付する（数人

共同の事業体については不要）。 

  （注 9） 数人共同の事業体以外の者については、「付表-2」を添付する。 

 

2  事業の経営改善を実施するのに必要な資金の額及び調達方法 

 資金調達先別金額等：（始期平成  年  月  日～終期平成  年  月  日） 

ア 合 計 

年次計画 

資金調達先別金額 

木材産業等高度化推進資金 
その他 

金融機関資金
自己資金 その他 

所要資金額 

（合計） 短期運転資金 長期運転資金

合 
 

 
 

 

計 

1 年目 

H . . .～ 

千円 千円 千円 千円 千円 千円

2 年目 

H . . .～ 
      

3 年目 

H . . .～ 
      

4 年目 

H . . .～ 
      

5 年目 

H . . .～ 
      

イ 素材生産 

年次計画 

資金調達先別金額 所要資金額算出基礎 

木材産業等高 

度化推進資金 
その他

金融 

機関 

資金 

自己 

資金 

そ
の
他 

所要

資金額

(合計)

素材生

産計画

量 

 

Ａ 

伐採・搬

出等諸経

費 

 

Ｂ 

年間立木

購入費 

 

 

Ｃ 

年間資

金回転

数 

 

Ｄ 

所要 

資金額

(Ａ×Ｂ+

Ｃ)÷Ｄ=

Ｅ 

短期運 

転資金 

長期運

転資金 

素 

材 

生 

産 

1 年目 
      ｍ3／年 千円／ｍ3 千円／年 回／年  千円

2 年目            

3 年目            

4 年目            

5 年目            

 ウ 素材・製品引取 

 

年次計画 
資金調達先別金額 所要資金額算出基礎 
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エ 素材加工 

年次計画 

資金調達先別金額 所要資金額算出基礎 

木材産業等高 

度化推進資金 
その他

金融 

機関 

資金 

自 己

資 金

そ
の
他 

所要

資金額

（合計）

素材製品生産

計画量 

 

 

Ａ 

1ｍ3当たり

加工諸経費 

 

 

Ｂ 

年間資

金回転

数 

 

Ｃ 

所要 

資金額 

(Ａ×Ｂ)÷

Ｃ 

=Ｄ 

短期運 

転資金 

長期運

転資金 

素
材
加
工 

1 年目           

2 年目           

3 年目           

4 年目           

5 年目           

  （注 1） 資金を借り受けようとする事業に係る金額等を記載する。 

  （注 2） 「計画期間の始期及び終期」については、必ずしも「国等の会計年度」や「事業体の決算期」に合致させなく

ともよい。 

  （注 3） 素材生産に係る資金を借り受けようとする①の森林所有者については、「年間立木購入費」欄の記入は不要。 

 

 

 

 

 

 
木材産業等高 

度化推進資金 

その他 

金融 

機関 

資金 

自己 

資金 

そ
の
他 

所要

資金額

(合計)

素材・製品

引取 

計画量 

 

Ａ 

1ｍ3当 

たり素

材・製 

品価格 

Ｂ 

年間 

輸送費 

 

 

Ｃ 

年間資

金回転 

数 

 

Ｄ 

所要 

資金額

(Ａ×Ｂ+

Ｃ)÷Ｄ=

Ｅ 

 
短期運 

転資金 

長期運 

転資金 

素
材
引
取 

1 年目            

2 年目            

3 年目            

4 年目            

5 年目            

製
品
引
取 

1 年目            

2 年目            

3 年目            

4 年目            

5 年目            
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付表-1：素材生産量・素材引取量・製品引取量の現状 

※ 素材生産又は素材若しくは製品等の引取の事業を併せて行っている者が記入する。 

（数人共同の事業体は記載不要） 

現状 

事業 

現   状（実 績） 

 
※ 担 当 者 記 入 欄 

年間国産材取扱量（ｍ3） 平均 直 近 2 年前 3 年前 

素材生産量 

（ｍ3） 
計     

 

素 材 生 産 量  

素 材 引 取 量  

素材引取量 

（ｍ3） 

計     製 品 引 取 量  

うち国産材     合          計  

製品引取量 

（ｍ3） 

計       

うち国産材      

（注 1） 直近の実績を含む過去 3 か年の実績及び平均値を記入する。 

（注 2） 数人共同の事業体については、別紙「数人共同の事業体に係る参考資料」に記入する。 

 

付表-2：計画期間における素材等の主要購入先及び主要販売先（※数人共同の事業体は記載不要） 

 

主 要 購 入 先（立木） 主 要 販 売 先（素材） 

購入相手先 (業種) 所在市町村 構成比(％) 販売相手先 (業種) 所在市町村 構成比(％）

①         

②         

③         

その他         

計   100％   100％ 

(注 1） 構成比の高い上位 3 社を記入するとともに、構成比の計が 100 パーセントになるようにする。 

(注 2） 数人共同の事業体については、別紙「数人共同の事業体に係る参考資料」に記入する。 

 

付表-3：新製品の開発等の内容（※単独事業体関係：⑧の事業体のみ記入する。） 

（※該当する□にレ(ﾁｪｯｸ)を記入） 

□新製品の開発 □「葉枯らしによる天然乾燥材」の生産  □集成材  □フローリング  

□単板積層材  □幅はぎ板  □プレカット材  □防腐・防虫処理材  

□乾燥材  □その他（       ） 

□新分野の需要 

開拓 

□木造学校建築事業  □木造公営住宅建設事業  □産直住宅建設事業 

□その他（      ） 
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〔別 紙〕   

◯ 数人共同の事業体に係る参考資料（構成員ごとに記入） 

構成員名  代表者名  

 

参考-1：年間木材取扱量の現状（実績） 

 現状 現 状（実績） 

事業  平均 直近 2 年前 3 年前 

素材生産量（m3） 計     

素材引取量（m3） 
計     

うち国産材     

製品引取量（m3） 
計     

うち国産材     

※担当者記入欄：年間国産材取扱量(ｍ3） 

          (  )内は間伐材 

 

（    ）

 

（    ）

 

（    ） 

 

（    ） 

（注 1） 構成員ごとの年間木材取扱量等の「現状（実績）」欄の合計値が、1(4)の「現状（実績）」欄と合致するよう留

意する。 

 

参考-2：年間素材生産等計画量及び木材産業等高度化推進資金必要額 

年次計画等 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

素材生産計画量（ｍ3）      

素材引取計画量（ｍ3）      

製品引取計画量（ｍ3）      

素材加工計画量（ｍ3）      

木材産業等高度化

推進資金 

必要額 （千円） 

短期 
     

長期 
     

（注） 構成員ごとの合計値が、1(3)の年次計画等及び 2 のア「資金調達先別金額」の木材産業等高度化推進資金の「短期

運転資金」、「長期運転資金」と合致するよう留意する。 

 

参考-3：計画期間における素材等の主要購入先及び主要販売先 

 主 要 購 入 先 主 要 販 売 先 

購入相手先 (業種） 所在市町村 構成比（％） 販売相手先 (業種) 所在市町村 構成比（％）

①         

②         

③         

その他         

計   100％   100％ 

（注） 構成比の高い上位 3 社を記入するとともに、構成比の計が 100 パーセントになるようにする。 
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第 5 号様式（第 5 条関係） 

その 2 

合 理 化 計 画 書                

【事業経営改善合理化資金関係：素材転換促進資金】 

 

事業体等の名  

 

1  事業の経営の現状及び事業の経営改善に関する措置 

(1) 事業体等に係る基本的事項（※該当する□にレ（ﾁｪｯｸ）を記入） 

 

(2) 事業の経営改善の基本的方向 

 

 

(3) 事業等の現状・計画：（始期平成  年  月  日～終期平成  年  月  日） 

年 次 

計画等 
現状（実績） 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

※ 担 当 者

記入欄

(伸び率)素材引取 

計画量 

(m3) 

平均   計  素材引取計画量(m3) 

 うち国産材        

直近   計  

 うち国産材  うち国産材(m3) 

2 年前   計       

 うち国産材  外材から国産材へ原材料を転換する国産材素材引取計画量 (m3) 

3 年前   計        

 うち国産材  

□  新製品等  □ ＪＡＳ        

        

主な事業 □ 製材 □ 加工 

事
業
体
等
の
構
成 

森林組合関係 □ ①森林組合 □ ②森林組合連合会 

木材協同組合関係 □ ③中小企業等協同組合等の組合 □ ④中小企業等協同組合等の連合会 

単独事業体関係 
□ ⑤単独で資金を借り受ける事業体（製材業者、加工業者） 

□ ⑥上記⑤のうち新製品の開発等により木材の需要の拡大に努めている事業体 

（「付表－3」が必要） 

□ ⑦上記⑤のうち｢製材の日本農林規格（構造用製材に係るものに限る）｣の認定を受けた木

材の製造を営む事業体（認定を受けたことを証明する書類の写しが必要） 
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事業に直接

従事する従

業員数 

(人) 

平均       転 換 の た

め の 引 取

量 に 対 す

る伸び率 

直近  

2 年前  

3 年前  

一人当たり

の国産材素

材引取計画

量 

(m3/人) 

平均  一人当たりの原材料転換のための国産材素材引取計画量(m3/人) 

 うちＪＡＳ製品       転 換 の た

め の 引 取

量 に 対 す

る伸び率 

直近  

 うちＪＡＳ製品  

2 年前  うちＪＡＳ製品量(m3/人) 

 うちＪＡＳ製品       

3 年前  

 うちＪＡＳ製品  

（注 1） 「計画期間の始期及び終期」については、必ずしも「国等の会計年度」や「事業体の決算期」に合致させなく

ともよい。 

（注 2） 「現状（実績）」欄には、直近の実績を含む過去 3 か年の実績及び平均値を記入する。 

（注 3） 「外材から国産材へ原材料を転換する国産材素材引取計画量（m3）」欄は、現在の国産材引取量からの増加量を

記入する。 

（注 4） 「□新製品等□ＪＡＳ」欄について、⑥の者は、新製品の開発等に係る「原材料転換のための国産材素材引取

量」を内書で記入する。また、⑦の者は、ＪＡＳ製品に係る「原料転換のための国産材素材引取量」を内書で記

入する。 

（注 5） 「一人当たりの国産材素材引取計画量」の「うちＪＡＳ製品」欄について、ＪＡＳ製品に係る一人当たりの

「原材料転換のための国産材素材引取量」を内書で記入する。 

（注 6） 素材生産、製品引取を併せて行つている者については、「付表-1」を添付する。 

 

 (4) 財務状況：〔最近 3 か年の貸借対照表（又は資産・負債状況のわかる書類）、損益計算書及びその他参考

となる書類を添付〕 

 

2  事業の経営改善を実施するのに必要な資金の額及び調達方法 

  資金調達先別金額等：（始期平成  年  月  日～終期平成  年  月  日） 

年次計画 

資金調達先別金額 所要資金額算出基礎 

木材産業等高 
度化推進資金 その他 

金 融 
機 関 
資 金 

自己
 

資金

そ 
の 
他 

所  要
資金額

 
(合計)

転換の
ための
素材引
取計画

量 
 Ａ 

1ｍ3 
当たり
素 材
価 格

 
Ｂ 

年 間 
輸送費 

 
 
 

Ｃ 

年間 
資金 
回転 
数 
 

Ｄ 

所 要 
資金額 

 
(Ａ×Ｂ+Ｃ)

÷Ｄ 
=Ｅ 

短期運
転資金 

長期運
転資金 

1 年目 
H  . . .～ 

千円 千円 千円 千円 千円 千円 ㎥／年 千円／㎥ 千円／年 回／年 千円

2 年目 
H  . . .～ 
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3 年目 
H  . . .～ 

           

4 年目 
H  . . .～ 

           

5 年目 
H  . . .～ 

           

（注） 「計画期間の始期及び終期」については、必ずしも「国等の会計年度」や「事業体の決算期」に合致させなくともよ
い。 
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付表-1：素材生産量・製品引取量の現状  

［※素材生産、製品引取を併せて行つている者が記入する。］ 

         現状 

事業 

現  状（実 績） ※担当者記入欄 

年間木材取扱量（m3） 平 均 直 近 2 年前 3 年前 

素材生産量 （m3） 
    素材引取量  

素材生産量  

製品引取量 

（m3） 

計     製品引取量  

うち国産材     合   計  

（注） 直近の実績を含む過去 3 か年の実績及び平均値を記入する。 

 

付表-2：計画期間における主要購入先及び主要販売先 

 主 要 購 入 先（素材） 主 要 販 売 先（製材） 

購入相手先 (業種) 所在市町村 構成比（％） 販売相手先 (業種) 所在市町村 構成比（％）

①         

②         

③         

その他         

計   100％   100％ 

（注） 構成比の高い上位 3 社を記入するとともに、構成比の計が 100 パーセントになるようにする。 

 

付表-3：新製品の開発等の内容（※単独事業体関係：⑥の事業体のみ記入する。） 

（※該当する□にレ（ﾁｪｯｸ）を記入） 

□新製品の開発  □集成材 □フローリング □単板積層材 □幅はぎ板 □プレカット材 

 □防腐・防虫処理材 □乾燥材 □その他（         ） 

□新分野の需要 

  開拓 

 □木造学校建築事業 □木造公営住宅建設事業 □産直住宅建設事業 

 □その他（          ） 
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第 5 号様式（第 5 条関係） 

その 3 

合 理 化 計 画 書                

【事業経営改善合理化資金関係：間伐等促進資金】 

 

事 業 体 等 の 名 称  

 

1  事業の経営の現状及び事業の経営改善に関する措置 

 (1) 事業体等に係る事項（※該当する□にレ（ﾁｪｯｸ）を記入） 

主な事業 □ 間伐生産  □ 製材  □ 加工  □ 素材市場  □ 製品市場  □ 卸売 

事 

業 

体 

等 

の 

構 

成 

森林所有者関係         □ ①所有する森林面積がおおむね 30ha 以上の森林所有者 (所有森林面積：   ha)

森 林 組 合 関 係         □ ②森林組合 □ ③森林組合連合会 

木材協同組合関係 □ ④中小企業等協同組合等の組合  □ ⑤中小企業等協同組合等の連合会 

単独事業体関係         

□ ⑥木材の年間取扱量がおおむね 3,000ｍ3以上の事業体 

□ ⑦木材の年間取扱量がおおむね 1,000ｍ3 以上でかつ間伐材等の取扱量が地域材取

扱量のおおむね 5 割以上の事業体であつて、計画期間内に間伐材等の取扱量が 2

割以上増加するよう計画している事業体 

□ ⑧新製品の開発等により木材の需要の拡大に努めている事業体 

                     （「付表－3」が必要） 

□ ⑨｢製材の日本農林規格（構造用製材に係るものに限る）｣の認定を受けた木材の製

造を営む事業体（認定を受けたことを証明する書類の写しが必要） 

数人共同

の事業体 
2 人以上 

□ ⑩法人格を有しない同一の目的を有する事業体 

（別紙「数人共同の事業体に係る参考資料」の記入が必要）

そ の 他         □ ⑪造林公社、林業公社 □ ⑫第 3 セクター □ ⑬生産森林組合 

利率

優遇

要件 

2 倍協調要件 □ ①木材の年間取扱量がおおむね 10,000ｍ3 以上でかつ間伐材等の取扱量がおおむね

5,000ｍ3以上の事業体であって、計画期間内に間伐材等の取扱量が 2 割以上増加

するよう計画している事業体 

3 倍協調要件 □ ②木材の年間取扱量がおおむね 3,000ｍ3 以上でかつ間伐材等の取扱量がおおむね

1,500ｍ3以上の事業体であって、計画期間内に間伐材等の取扱量が 2 割以上増加

するよう計画している事業体 

  

 (2) 事業の経営改善の基本的方向 

 

（注） 加工を併せて行う者については、その加工に係る製品の生産に関する事項を、⑧の者については、木材需要の拡

大に関する事項を含めて記入すること。 
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 (3) 財務状況：〔最近 3 か年の貸借対照表（又は資産・負債状況のわかる書類）、損益計算書及びその他参考

となる書類を添付〕 

 

 (4) 事業等の現状・計画：（始期平成  年  月  日～終期平成  年  月  日） 

年次計画等 現状（実績） 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 ※ 担 当 者

記入欄

(伸び率)

 

木材取扱量 

（m3） 

平均  計  木材取扱計画量（m3） 

 うち国産材       

直近   計  

 うち国産材  

2 年前  計  うち国産材（m3） 

 うち国産材       

3 年前  計  

 うち国産材  

□新製品等 □ＪＡＳ        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

間 
伐 

等 

促 

進 

資 

金 

に 

係 

る 

事 

業 

の 

計 

画 

量 

間伐材

等生産 

計画量 

（m3） 

平均 
 

［      ］

［   ］ ［   ］ ［   ］ ［   ］ ［   ］ 

 

直近  

2 年前  

3 年前  

間伐材 

等引取 

計画量 

 

（m3） 

平均  計  間伐材等引取計画量（m3）  

 うち国産材       

直近   計  

 うち国産材  

2 年前  計  うち国産材（m3） 

 うち国産材       

3 年前  計  

 うち国産材  

 □新製品等 □ＪＡＳ        

間伐材

製品引

取計画

量 

 

（m3） 

平均  計  間伐材製品引取計画量（m3）  

 うち国産材       

直近   計  

 うち国産材  

2 年前  計  うち国産材（m3） 

 うち国産材       

3 年前  計  

 うち国産材  

 □新製品等 □ＪＡＳ        
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間伐材

等加工

計画量 

 

（m3） 

平均  計  間伐材等加工計画量（m3）  

 うち国産材       

直近   計  

 うち国産材  

2 年前  計  うち国産材（m3） 

 うち国産材       

3 年前  計  

 うち国産材  

 □新製品等 □ＪＡＳ        

事業に直接従事

する従業員数 

（人） 

平均        

直近  

2 年前  

3 年前  

一人当たりの木

材取扱計画量 

 

（m3/人） 

平均  一人当たりの木材取扱計画量（m3/人）  

 うちＪＡＳ製品       

直近  

 うちＪＡＳ製品  

2 年前  うちＪＡＳ製品量（m3/人） 

 うちＪＡＳ製品       

3 年前  

 うちＪＡＳ製品  

（注 1） 「計画期間の始期及び終期」については、必ずしも「国等の会計年度」や「事業体の決算期」に合致させなくとも

よい。 

（注 2） 「現状（実績）」欄には、直近の実績を含む過去 3 か年の実績及び平均値を記入する。 

（注 3） 「内訳」欄には、資金を借り受けようとする事業についてのみ計画量等を記載する。 

（注 4） 「間伐材等生産計画量」欄の［  ］：⑧の者については、新製品の開発等（葉枯らしによる天然乾燥材）に係る

間伐材等生産計画量を内書で記入する（その他の事業体については、記入の必要なし。）。 

（注 5） 「□新製品等□ＪＡＳ」欄について、⑧の者は、新製品の開発等に係る木材取扱計画量を内書で記入する。また、

⑨の者は、ＪＡＳ製品に係る素材引取計画量を内書で記入する（その他の事業体については、記入の必要なし。）。 

（注 6） ①の者については、「事業に直接従事する従業員数」欄及び「一人当たりの木材取扱計画量」欄の記入は不要 

（注 7） 「一人当たりの木材取扱計画量」の「うちＪＡＳ製品」欄について、⑨の者は、ＪＡＳ製品に係る一人当たりの木

材取扱計画量を内書で記入する（その他の事業体については、記入の必要なし。）。 

（注 8） 間伐材等の生産又は間伐材若しくは間伐材製品等の引取以外の事業を併せて行っている者については、「付表-1」

を添付する（数人共同の事業体については不要）。 

（注 9） 数人共同の事業体以外の者については、「付表-2」を添付する。 

 

2  事業の経営改善を実施するのに必要な資金の額及び調達方法 
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  資金調達先別金額等：（始期平成  年  月  日～終期平成  年  月  日） 

 ア 合 計 

年次計画 

資金調達先別金額 

木材産業等高度化推進資金 その他 

金融機関資金
自己資金 その他 

所要資金額 

（合計） 短期運転資金 長期運転資金

合 
 

 
 

 

計 

1 年目 

H . . .～ 

千円 

 

千円

 

千円

 

千円

 

千円 

 

千円

 

2 年目 

H . . .～ 

      

3 年目 

H . . .～ 

      

4 年目 

H . . .～ 

      

5 年目 

H . . . 

      

 

 イ 間伐材等生産 

年次計画 

資金調達先別金額 所要資金額算出基礎 

木材産業等高 

度化推進資金 その他 

金融機

関資金 

自己

 

資金

そ 

の 

他 

所  要    

資 金 額    

 

（合計）

間伐材生

産計画量

 

 

Ａ 

伐採・

搬出等

諸経費

 

Ｂ 

年間立

木購入

費 

 

Ｃ 

年間資

金回転

数 

 

Ｄ 

所  要    

資 金 額    

(Ａ×Ｂ＋

Ｃ)÷Ｄ＝

Ｅ 

短期運 

転資金 

長期運 

転資金 

間
伐
材
等
生
産 

1 年目       

ｍ3／年

 

千円／ｍ3 千円／年 回／年 千円

 

2 年目            

3 年目            

4 年目            

5 年目            

 

 ウ 間伐材・間伐材製品引取 

 資金調達先別金額 所要資金額算出基礎 
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年次計画 
木材産業等高 

度化推進資金 

その他 

金 融 

機 関 

資 金 

自己

 

資金

そ 

の 

他 

所  要    

資 金 額    

 

（合計）

間伐材・

製品引取

計画量

 

1ｍ3当た

り素

材・製

品価格

年間輸

送費 

 

 

年間 

資金 

回転数 

 

所  要    

資 金 額    

 

(Ａ×Ｂ+ 

 
短期運 

転資金 

長期運 

転資金 
    

 

Ａ 

 

Ｂ 

 

Ｃ 

 

Ｄ 

Ｃ)÷Ｄ=

Ｅ 

間
伐
材
等
引
取 

1 年目            

2 年目            

3 年目            

4 年目            

5 年目            

間
伐
材
製
品
引
取 

1 年目            

2 年目            

3 年目            

4 年目            

5 年目            

 

エ 間伐材加工 

年次計画 

資金調達先別金額 所要資金額算出基礎 

木材産業等高 

度化推進資金 
その他 

金 融 

機 関 

資 金 

自己

 

資金

そ 

の 

他 

所  要    

資 金 額    

 

（合計）

間 伐 材    

製  品

生  産

計 画 量    

Ａ 

１ｍ3 

当 た り     

加  工 

諸 経 費     

Ｂ 

年間 

資金 

回転数 

 

Ｃ 

所  要     

資 金 額     

 

(Ａ×Ｂ)÷Ｃ

＝Ｄ 

短期運 

転資金 

長期運 

転資金 

間
伐
材
等
加
工 

1 年目           

2 年目           

3 年目           

4 年目           

5 年目           

（注 1） 資金を借り受けようとする事業に係る金額等を記載する。 

（注 2） 「計画期間の始期及び終期」については、必ずしも「国等の会計年度」や「事業体の決算期」に合致させなくとも

よい。 

（注 3） イ間伐材等生産に係る資金を借り受けようとする①の森林所有者については、「年間立木購入費」欄の記入は不

要。 
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付表-1：素材生産量・素材引取量・製品引取量の現状  

※ 間伐材等の生産又は間伐材若しくは間伐材製品等の引取以外の事業を併せて行つている者が記入する。（数

人共同の事業体は記載不要） 

 
現状 現状（実績） 

※ 担当者記入欄 

  年間国産材取扱量（m3） 

( )内は間伐材 
事業  平均 直近 2 年前 3 年前 

素材生産量 

（m3） 

計 

(うち間伐材) 

 

（   ） 

 

（   ）

 

（   ）

 

（  ）

素材生産量 （   ）

素材引取量 （   ）

素材引取量 

（m3） 

計     製品引取量 （   ）

うち国産材 

(うち間伐材) 
    合   計 （   ）

製品引取量 

（m3） 

計       

うち国産材 

(うち間伐材) 
    

  

（注 1） 直近の実績を含む過去 3 か年の実績及び平均値を記入する。 

（注 2） 数人共同の事業体については、別紙「数人共同の事業体に係る参考資料」に記入する。 

 

付表-2：計画期間における間伐材等の主要購入先及び主要販売先（※数人共同の事業体は記載不要） 

 

主 要 購 入 先 主 要 販 売 先 

購入相手先 (業種) 所在市町村 構成比(%) 販売相手先 (業種) 所在市町村 構成比(%)

①         

②         

③         

その他         

計   100％   100％ 

（注 1） 構成比の高い上位 3 社を記入するとともに、構成比の計が 100 パーセントになるようにする。 

（注 2） 数人共同の事業体については、別紙「数人共同の事業体に係る参考資料」に記入する。 

 

付表-3：新製品の開発等の内容（※単独事業体関係：⑧の事業体のみ記入する。） 

（※該当する□にレ（ﾁｪｯｸ）を記入） 

□新製品の開発  □「葉枯らしによる天然乾燥材」の生産 □集成材 □フローリング 

 □単板積層材 □幅はぎ板 □プレカット材 □防腐・防虫処理材 

 □乾燥材 □その他（              ） 

□新分野の需要開拓  □木造学校建築事業 □木造公営住宅建設事業 □産直住宅建設事業 

 □その他（              ） 
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〔別 紙〕 

◯ 数人共同の事業体に係る参考資料（構成員ごとに記入） 

構成員名  代表者名  

参考-1：年間木材取扱量の現状（実績） 

現状     

   事業 

現状（実績） 

平均 直近 2 年前 3 年前 

素材生産量（m3） 
計     

（うち間伐材） （   ） （   ） （   ） （   ） 

素材引取量（m3） 

計     

うち国産材     

（うち間伐材） （   ） （   ） （   ） （   ） 

製品引取量（m3） 

計     

うち国産材     

（うち間伐材） （   ） （   ） （   ） （   ） 

※担当者記入欄：年間国産材取扱量(m3）     

(  )内は間伐材 （   ） （   ） （   ） （   ） 

（注） 構成員ごとの年間木材取扱量等の「現状（実績）」欄の合計値が、1 の(4)の「現状（実績）」欄と合致するよう留

意する。 

参考-2：年間間伐材等取扱計画量及び木材産業等高度化推進資金必要額 

年次計画等 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

間伐材等生産計画量（m3）      

間伐材等引取計画量（m3）      

間伐材製品引取計画量（m3）      

間伐材等加工計画量（m3）      

木材産業等高度

化推進資金必要

額 （千円） 

短 期      

長 期      

（注） 構成員ごとの合計値が、1 の(4)の年次計画等及び 2 のア「資金調達先別金額」の木材産業等高度化推進資金の「短

期運転資金」、「長期運転資金」と合致するよう留意する。 

参考-3：計画期間における素材等の主要購入先及び主要販売先 

 主 要 購 入 先 主 要 販 売 先 

購入相手先 (業種） 所在市町村 構成比（％） 販売相手先 (業種) 所在市町村 構成比（％）

①         

②         

③         

その他         

計   100％   100％ 

（注） 構成比の高い上位 3 社を記入するとともに、構成比の計が 100 パーセントになるようにする。 
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第 6 号様式（第 5 条関係） 

その 1 

合 理 化 計 画 認 定 申 請 書                

 

年  月  日   

 

   三重県知事 宛て 

 

                                                                住 所  事業体等の所在地     

氏 名  名称及び代表者名 （印）  

（※法人にあつては、登記してい 

る住所、名称及び代表者名） 

       

 

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第 4 条第 2 項の規定に基づき、合理化

計画について認定を申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同申請者名簿 

共同申請者 

（異業種間の協定等

の締結先） 

事務所所在地 

会  社  名        

代 表 者 名        

 （印） 

 

共同申請者 

（異業種間の協定等

の締結先） 

事務所所在地        

会  社  名        

代 表 者 名        

 （印） 

 

注 1： 異業種の例【素材生産業者とチップ工場、素材生産業者と製材業者、チップ工場と製紙工場、製材業者とペレット工

場、素材生産業者とペレット工場等】 

注 2： 必要に応じて欄を追加して記入すること。   
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第 6 号様式（第 5 条関係） 

その 2 

合 理 化 計 画 認 定 申 請 書                

 

年  月  日   

 

   三重県知事 宛て 

 

           

住 所  事業体等の所在地     

氏 名  名称及び代表者名 （印）  

（※法人にあつては、登記してい 

る住所、名称及び代表者名） 

   

       

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第 4 条第 2 項の規定に基づき、合理化

計画について認定を申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同申請者名簿 

共同申請者 

（異業種間の協定等

の締結先） 

事務所所在地 

会  社  名        

代 表 者 名        

 （印） 

 

共同申請者 

（異業種間の協定等

の締結先） 

事務所所在地        

会  社  名        

代 表 者 名        

 （印） 

 

注 1： 異業種の例【森林所有者と素材生産業者、素材生産業者と製材業者、素材生産業者と原木市場、製材業者と加工業者、

製材業者と製品市場等】 

注 2： 必要に応じて欄を追加して記入すること。   
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第 7 号様式（第 5 条関係） 

その 1 

 

合 理 化 計 画 書                

【構造改善合理化資金関係：チップ等安定供給資金】 

 

事業体等の名称   

 

1  事業の経営の現状及び木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置 

 (1) 事業体等に係る基本的事項  

  ア 申請者（借受者）  （※該当する□にレ（ﾁｪｯｸ）を記入） 

主な事業 □ 素材生産 □ 製材 □ 加工 □ チップ製造 □ ペレット製造 

事
業
体
等
の
構
成 

森林所有者関係         □ 森林所有者 

森 林 組 合 関 係         □ 森林組合 □ 森林組合連合会 

木材協同組合関係         □ 中小企業等協同組合等の組合 □ 中小企業等協同組合等の連合会 

単独事業体関係         □ 素材生産業者 □ 製材業者 □ 加工業者 □ チップ業者  □ ペレット業者  

  イ 共同申請者（借受者以外）※異業種間の協定等の締結相手方 

フリガナ  

会 社 名  

設立年月日             年   月   日 

主な事業等 

(□に「ﾚ」を記入） 

※左記のいずれかに適 

合することが必要 

□ 森林所有者 

□ 素材生産 □ 製材 □ 加工 □ チップ製造 □ ペレット製造   

□ その他関連業種 

（※ 関連業種の内訳：□ パルプ製造業 □ 紙製造業 □ 電気業 ） 

（注 1） 共同申請者（借受者以外）が複数である場合は、欄を追加し、共同申請者（借受者以外）ごとに作成すること。 

（注 2） 協定書等（写）を添付すること。 

 

 (2) 木材の生産部門又は流通部門の構造改善の基本的方向 

 

 

 (3) 事業等の現状・計画：（始期平成  年  月  日～終期平成  年  月  日） 

年次計画等 現状（実績） 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 ※担当者

記入欄

(伸び率)間伐材等素材生産

計画量 

（m3） 

平均  計
 

間伐材等素材生産計画量（m3） 

直近   計        
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 2 年前  計        

 3 年前  計        

うち、協定等 

に基づく間伐材等

素材引取量     

（m3） 

平均   計        

直近   計  

2 年前  計  

3 年前  計  

間伐材等素材引取

量計 

（m3） 

（製材等の残材引

取含む） 

平均  計  間伐材等素材引取計画量（m3）  

直近   計        

2 年前  計  

3 年前  計  

うち、協定等に基

づく間伐材等素材

引取量 

（m3） 

平均   計        

直近   計  

2 年前  計  

3 年前  計   

チップ・ペレット

生産計画量   

（m3） 

□ チップ 

□ ペレット 

平均   計        

直近   計  

2 年前  計  

3 年前  計  

（注 1） 「計画期間の始期及び終期」については、必ずしも「国等の会計年度」や「事業体の決算期」に合致させなくとも

よい。 

（注 2） 「現状（実績）」欄には、直近の実績を含む過去 3 か年の実績及び平均値を記入する。 

（注 3） 本表は、チップ及びペレットの原材料となる間伐材等（国産材に限る。）の生産及び引取りに係る数値を記入する。 

 

 (4) 財務状況：〔最近 3 か年の貸借対照表（又は資産・負債状況のわかる書類）、損益計算書及びその他参考

となる書類を添付〕 

 

2  木材の生産部門又は流通部門の構造改善を実施するのに必要な資金の額及び調達方法 

   資金調達先別金額等：（始期平成  年  月  日～終期平成  年  月  日） 

 (1) 間伐材等素材生産 

 資金調達先別金額 所要資金額算出基礎 
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年次計画 木材産業等高 

度化推進資金 

その他 

金 融 

機 関 

資 金 

自己

 

資金

そ 

の 

他 

所  要    

資 金 額    

 

（合計）

間伐材

等生産

計画量

Ａ 

伐採・

搬出等

諸経費

Ｂ 

年 間 

立 木 

購入費 

Ｃ 

年間資

金回転

数 

Ｄ 

所  要     

資 金 額     

(Ａ×Ｂ＋Ｃ)÷

Ｄ＝Ｅ 

短期運 

転資金 

長期運 

転資金 

間
伐
材
等
素
材
生
産 

1 年目 
 

 

     ㎥／年 千円／㎥ 千円／年 回／年 千円

2 年目            

3 年目            

4 年目            

5 年目            

 

 (2) 間伐材等素材引取 

年次計画 

資金調達先別金額 所要資金額算出基礎 

木材産業等高 

度化推進資金 
その他 

金 融 

機 関 

資 金 

自己

 

資金

そ 

の 

他 

所  要    

資 金 額    

 

（合計）

間伐材

等引取

計画量

 

Ａ 

1ｍ3 

当たり

素 材

価 格

Ｂ 

年間 

輸送費 

 

 

Ｃ 

年間

資金

回転

数 

Ｄ 

所  要     

資 金 額     

 

(Ａ×Ｂ＋Ｃ)

÷Ｄ＝Ｅ 

短期運 

転資金 

長期運 

転資金 

間
伐
材
等
素
材
引
取 

1 年目            

2 年目            

3 年目            

4 年目            

5 年目            

（注 1） 「計画期間の始期及び終期」については、必ずしも「国等の会計年度」や「事業体の決算期」に合致させなくとも

よい。 

（注 2） 申請者（借受者）が複数の場合における木材産業等高度化推進資金の合計額は、1 億円以内（特認 2 億円以内）と

する。 
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第 7 号様式（第 5 条関係） 

その 2 

合 理 化 計 画 書                

【構造改善合理化資金関係：木材高度加工資金】 

 

事業体等の名称  

 

1  事業の経営の現状及び木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置 

 (1) 事業体等に係る基本的事項 

  ア 申請者（借受者）（※該当する□にレ（ﾁｪｯｸ）を記入） 

主な事業 □ 製材 □ 加工 

借
受
の
対
象
要
件 

□ 高次加工機械等

の活用 

□ 集成材製造施設 □ 人工乾燥施設 □ 薬剤処理施設  

□ プレカット加工施設 □ 廃木材破砕・再生処理施設 □ 製材用省力化設備 

□ 合板用省力化設備 □ 木製組立材料製造用省力化設備 

□ 合板用原材料として広葉樹から針葉樹への原料転換を図るための機械設備 

□ 合併等による体

質強化 

□ 年間素材・製品取扱量がおおむね 5,000ｍ3以上 

（設立総会等の議事録等を添付すること） 

（付表-1 を記入すること） 

□ 高度加工 □ ＪＡＳ材生産 □ 人工乾燥材生産 □ 天然乾燥材生産 

□ 地域認証材の生産 □ 集成材の生産 □ プレカット材の生産 

事
業
体
等
の
構
成

森 林 組 合 関 係         □ 森林組合 □ 森林組合連合会 

木材協同組合関係         □ 中小企業等協同組合等の組合 □ 中小企業等協同組合等の連合会 

単独事業体関係         □ 製材業者 □ 加工業者 

  イ 共同申請者（借受者以外）※異業種間の協定等の締結相手方 

フリガナ 

会 社 名 

 

設立年月日 年   月   日 

主な事業等 

(□に「ﾚ」を記入） 

□ 森林所有者（素材生産を行つている者） 

□ 素材生産 □ 製材 □ 加工 □ 素材市場 □ 製品市場 □ 卸売 

□ その他関連業種 

※関連業種の内訳 ： □ 建築工事業 □ 大工工事業 □ 家具製造業 

□ インテリアデザイン業 □ 設計監理業 

（注 1） 共同申請者（借受者以外）が複数である場合は、欄を追加し、共同申請者（借受者以外）ごとに作成すること。 

（注 2） 協定書等（写）を添付すること。 
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 (2) 木材の生産部門又は流通部門の構造改善の基本的方向 

 

（注） 高次加工機械等の活用又は合併等の体質強化に関する事項を含めて記入すること。 

 

 (3) 事業等の現状・計画：（始期平成  年  月  日～終期平成  年  月  日） 

  ア 素材・製材品取扱量等 

年次計画等 現状（実績） 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 ※担当者 

記入欄 

(伸び率) 

年間取扱計画

量 

（m3） 

 

□ 素 材 

□ 製材品 

平均  計  年間取扱計画量（m3） 

 うち国産材      ※注 4 

直近   計  

 うち国産材  

2 年前  計  うち国産材（m3） 

 うち国産材       

3 年前  計  

 うち国産材  

引取量計 

（m3） 

 

□ 素 材 

□ 製材品 

平均  計  引取計画量（m3）  

 うち国産材       

直近   計  

 うち国産材  

2 年前  計  うち国産材（m3） 

 うち国産材       

3 年前  計  

 うち国産材  

うち、協定等 

に基づく引取

量（m3） 

□ 素 材 

□ 製材品 

平均  ※注 3      

直近  

2 年前  

3 年前  

（注 1） 「計画期間の始期及び終期」については、必ずしも「国等の会計年度」や「事業体の決算期」に合致させなくとも

よい。 
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（注 2） 「現状（実績）」欄には、直近の実績を含む過去 3 か年の年間取扱計画量等の実績及び平均値を記入する。 

（注 3） 協定等に基づく 1 年目の引取量が年間取扱計画量の実績の平均値の 1 割以上であること。 

（注 4） 5 年目の年間取扱計画量が実績の平均値の 2 割以上増加するように計画すること。 

（注 5） 素材と製品の両方の取扱がある場合は、上段に素材、下段に製材品にする等区分して記入すること。 

  イ 木材製品の生産計画量 

年次計画等 現状（実績） 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 ※担当者 

記入欄 

(伸び率) 木材製品の 

生産計画量 

（m3） 

平均       

直近   

2 年前  

3 年前  

（注 1） 「現状（実績）」欄には、直近の実績を含む過去 3 か年の素材・製材品による木材製品の生産計画量等の実績及び

平均値を記入する。 

  ウ ＪＡＳ製品の生産計画量（□ ＪＡＳ材 □ 地域認証材 □ 集成材 □ プレカット材） 

年次計画等 現状（実績） 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 ※担当者 

記入欄 

(伸び率) ＪＡＳ材等の 

生産計画量 

（m3） 

平均       

直近   

2 年前  

3 年前  

（注 1） 「現状（実績）」欄には、直近の実績を含む過去 3 か年の素材・製材品による木材製品の生産計画量等の実績及び

平均値を記入する。 

（注 2） 複数の種類の材を生産する場合は、上段、中段、下段に区分して記入する。 

  エ 乾燥材の生産計画量 （□ 人工乾燥材 □ 天然乾燥材） 

年次計画等 現状（実績） 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 ※担当者 

記入欄 

(伸び率) 乾燥材の生産

計画量 

（m3） 

平均       

直近   

2 年前  

3 年前  

（注 1） 「現状（実績）」欄には、直近の実績を含む過去 3 か年の素材・製材品による木材製品の生産計画量等の実績及び

平均値を記入する。 

（注 2） 人工乾燥及び天然乾燥の両方を生産している場合は、上段に人工乾燥、下段に天然乾燥を記入する。 

 

 (4) 財務状況：〔最近 3 か年の貸借対照表（又は資産・負債状況のわかる書類）、損益計算書及びその他参考

となる書類を添付〕 
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2  木材の生産部門又は流通部門の構造改善を実施するのに必要な資金の額及び調達方法 

  資金調達先別金額等：（始期平成  年  月  日～終期平成  年  月  日） 

年次計画 

資金調達先別金額 所要資金額算出基礎 

木材産業等高 

度化推進資金 
その他 

金 融 

機 関 

資 金 

自己

 

資金

そ 

の 

他 

所  要    

資 金 額    

 

（合計）

生 産

 

計画量

 

Ａ 

１ｍ3

当たり

加 工

諸経費

Ｂ 

年 間 

 

輸送費 

 

Ｃ 

年間資

金回転

数 

 

Ｄ 

所  要    

資 金 額    

 

(Ａ×Ｂ＋

Ｃ)÷Ｄ＝Ｅ

短期運 

転資金 

長期運 

転資金 

1 年目 

H   .  .  .～ 

千円 千円 千円 千円 千円 千円 ㎥／年 千円／㎥ 千円／年 回／年 千円

2 年目 

H   .  .  .～ 

           

3 年目 

H   .  .  .～ 

           

4 年目 

H   .  .  .～ 

           

5 年目 

H   .  .  .～ 

           

（注 1） 「計画期間の始期及び終期」については、必ずしも「国等の会計年度」や「事業体の決算期」に合致させなくとも

よい。 

（注 2） 申請者（借受者）が複数の場合における木材産業等高度化推進資金の合計額は、1 億円以内とする。 

（注 3） 「生産計画量 Ａ」は、上記１の(3)のイからエの計画量を転記することとし、複数の種類の材の生産を行う場合

は、行数を増やし区分記入する。 

 

付表-1 

（合併等により新たに設立された木材の加工を行う事業体） 

 

合併等の実施状況 

合併年月日 合併前の名称 合併等後の名称 合併等の目的 
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第 7 号様式（第 5 条関係） 

その 3 

合 理 化 計 画 書                

［構造改善合理化資金関係：原木確保協定促進資金］ 

事業体の名称  

 

1  申請者の経営状況 

 (1) 木材製造業者 

  ア 工場の規模等 

   (ｱ) 過去 3 か年間の木材消費量                                            （単位：m3） 

          年度 

  氏名 
年度 年度 年度 計 

     

     

     

 （注 1） 木材製造業者ごとに作成すること。 

 （注 2） 取引量は、立方メートル単位とし、立方メートル未満は四捨五入する。 

   (ｲ) 過去 3 か年間の主製品の生産量                                     （単位：m3） 

              年度 

  氏名 
取扱品目 年度 年度 年度 計 

      

      

      

  （注 1） 木材製造業者ごとに作成すること。 

  （注 2） 取扱品目欄に、取り扱っている製材品別に区分して記載すること。 

  （注 3） 取扱量は、立方メートル単位とし、立方メートル未満は四捨五入する。 

   (ｳ) 機械装備の状況 

機械名 形   式 台   数 出 力 (kw) 

    

    

    

    

    

    総出力    

 

  イ 乾燥及び高次加工施設の設置状況及び生産量 
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施設名       施設内容（形式、設置数、能力）   年間生産量(m3) 

   

   

   

 

  ウ 新規需要開発への取組み状況 

   (ｱ) 木造住宅ビルダー等との連携 

提  携  先 提携先ビルダーの概要 

  

 

   (ｲ) 新規需要開発 

項   目 内  容 実  施  方  法 備  考 

    

 

  エ 決算諸表（貸借対照表、損益計算書）、社会保険の加入状況 

      （注） 決算諸表については、過去 3 か年分を添付すること。 

 

 (2) 促進措置者 

   ア 事業の内容素材生産、卸売業等の別 

   イ 経営の規模 

     (ｱ) 過去 3 か年間の取扱い量                                                 （単位：m3） 

              年度 

氏名 
取扱品目 年度 年度 年度 計 

      

      

      

  （注 1） 促進措置実施者ごとに作成すること。 

 （注 2） 取扱品目欄に、取り扱っている立木、素材、製材品等別に区分して記載すること。 

 （注 3） 取扱量は、立方メートル単位とし、立方メートル未満は四捨五入する。 

 

     (ｲ) 機械装備の状況 

機 械 名 形    式 台    数 出 力 (kw) 

    

    

    

    

    

   総 出 力    
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  ウ 決算諸表（貸借対照表、損益計算書）、社会保険の加入状況 

    （注）決算諸表については、過去 3 か年分を添付すること。 

 

2  原木確保協定促進の目標 

 

3  原木確保協定促進の内容及び実施時期 

 (1) 取引関係に関する事項 

   期  間     森林所有者等    製造業者等 取引方法等の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事業の計画量                                             （単位：m3） 

区分 森林所有者等 木材製造業者等 平成  年度 平成 年度 平成  年度 平成  年度 平成  年度 合 計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注 1） 区分は、立木、素材別に記載する。 

 （注 2） 計画量は、立方メートル単位で記載することとし、立方メートル未満は四捨五入すること。 

 

 (2) 伐採する森林の所在場所、保安林とその他の森林との区分、伐採面積、伐採方法、伐採齢等 

森林の所在場所 

森林

所有

者等 

伐採立

木面積 

(ha) 

伐採立

木材積 

(m3) 

伐採の方法等 伐採

樹種

伐採

齢

伐採

期間

伐採後の造林の方法等 

備考 

(保安林)

主間

伐別

伐採

種別

伐採率

(%)

造林

方法

造林

期間

造林

樹種 

造林

面積 

(ha) 

植栽

本数 

(本) 

市町

村 

大字 字 地番 

                   

                   

計                

（注 1） 森林の所在場所の欄は、同一地番の森林については、その森林の現況を異にするものがある場合、又は、森林の現

況は同じであるが森林施業計画の期間内の施業を異にするものがある場合には、その同一地番の森林をその現況又は

施業を異にするものごとに区分し、その区分した森林につき連続番号を付してこれを地番の欄に併記する。 

    （その区分した森林が森林簿の林班、小班に一致するときは、その林班、小班の記号を用いる。） 

（注 2） 森林所有者等の欄は、当該箇所が保安林に指定されており伐採の権限を有する素材生産業者等が事業者となる場合

には、併せて森林所有者についても記載する。 

（注 3） 伐採面積の欄は、実測又は見込みによりヘクタールを単位とし、小数第 5 位を四捨五入により記載する。 

（注 4） 伐採立木材積の欄は、立方メートルを単位とし、小数第 1 位を四捨五入により記載する。 

（注 5） 伐採の方法の欄は、主伐、間伐の区分と、皆伐、択伐、間伐の区分及び間伐率，択伐率を記載する。 

（注 6） 伐採樹種の欄は、スギ、ヒノキ等の樹種を記載する。 

（注 7） 伐採齢の欄は、伐採樹種別に伐採する立木のうち最も低いものの年齢と最も高いものの年齢とを「○～○」のよう

に記載する。 
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（注 8） 伐採期間の欄は、1 年を超えない期間を記載する。 

（注 9） 造林方法の欄は、人工造林、ぼうが更新、天然下種更新等と記載する。 

（注 10） 造林期間の欄は、1 年を超えない期間を記載する。 

（注 11） 造林面積の欄は、ヘクタールを単位とし、小数第 5 位を四捨五入により記載する。 

（注 12） 備考の欄は、保安林の指定目的、伐採立木の搬出方法及び伐採跡地について行う植栽の時期を記載する。 

 

 (3)-1 木材生産流通改善施設の整備 

 

事業実施者 
実施 

時期 

施設等種類 

（所在地等） 

整備する施設等の規模 

（機械装備，能力） 

事業費 

（千円） 

     

     

 （注） 「施設等種類」の欄は、所在地のほか製材施設、乾燥施設、プレカット施設、集成材加工施設、流通拠点施設の別

を記載すること。 

 

 (3)-2 開発行為を行う場合の木材生産流通改善施設の内容 

                                   開発行為者名 

所  在  場  所 
開発行為に係る森 

林の土地の面積 

開発行為の着手 

及び完了年月日 
備考 市町村 

（郡） 

字 

（大字） 
地番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1） 本表は、開発行為者ごとに別葉とすること。 

（注 2） 開発行為に係る森林の土地の面積欄には、開発行為に係る森林の土地の面積について実測し、ヘクタールを単位と

して小数第 4 位まで記載すること。 

（注 3） 備考欄には、開発行為を行うことについての行政庁の許認可その他の処分を必要とする場合には、その手続きの状

況を記載すること。 

（注 4） 本表に開発行為に係る森林の位置図及び区域図並びに開発行為に関する計画書を添付すること。 

 

 (4) 促進措置の内容 

事業実施者 実施年度 取組内容 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1） 促進措置として木材の安定的な取引に関する取組みを行う場合には、備考欄に、立木、素材、製材品等の品目名及

びその取引量を年度毎に記載する。 

（注 2） 取引量は、立方メートル単位とし、立方メートル未満は四捨五入する。 

 

 (5) 実施期間  自：  年  月  日 ～  至：  年  月  日 

平成29年3月31日 三　重　県　公　報 号　　外

34



4  木材安定供給確保事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法 

年 度 
事業 

実施者 

資  金 

区  分 

施設等 

種類 

資金調達先別金額（千円） 

木材産業等高 

度化推進資金 
その他 

金融機 

関資金 

自己資金 その他 合 計 
短期 

資金 

長期 

資金 

 第 1 年度 

    年度 

 

 

 設備資金        

 運転資金        

 第 2 年度 

    年度 

 

 

 設備資金        

 運転資金        

 第 3 年度 

    年度 

 

 

 設備資金        

 運転資金        

 第 4 年度 

    年度 

 

 

 設備資金        

 運転資金        

 第 5 年度 

    年度 

 

 

 設備資金        

 運転資金        

（注 1） 事業実施者（借受者）ごとに作成すること。 

（注 2） 施設等種類欄の設備資金欄には、製材施設、乾燥施設、プレカット施設、集成材 加工施設、流通拠点施設等を記

載すること。 

（注 3） 施設等種類欄の運転資金欄には、素材の購入代金、機械・施設の使用料、作業労賃等必要とする資金を記載するこ

と。 

（注 4） 調達先欄には、該当する金融機関名と金額を記載すること。 

（注 5） その他欄には、国、都道府県、市町村等が行う補助事業について、補助主体も併せて記載すること。 

（注 6） 木材産業等高度化推進資金を借り入れる場合には、所用資金額算出基礎を添付すること。 

 

5  その他 

   （注） 本事業についての取組の概念図を記載する。 
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 第 九 号 様 式 及 び 第 十 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。 
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第 9 号様式（第 8 条関係） 

実 績 報 告 書                

 

年  月  日   

 

   三重県知事 宛て 

                                  住 所  事業体等の所在地     

                                                      氏 名  名称及び代表者名 （印）  

（※法人にあつては、登記してい 

る住所、名称及び代表者名） 

  

     年  月  日付け第  号で認定を受けた合理化計画に係る第  年度（計画期間平成  年  

月  日～    年  月  日）の事業実績につき、下記のとおり報告します。 

記 

1  事業経営改善合理化資金関係 

資金名  

項目 

事業量 

事業費 

木材産業等高度化推進

資金認定額（実績欄に

おいては借入額） 
国産材 外材 計 

合

理

化

計

画

に

お

け

る

計

画 

素材生産 
    m3 m3

－ 

m3

千円 千円

間伐等素材生産 
 

－ 
 

  

素材引取 （   ） （   ） （   ）   

間伐材等 

素材引取 

（   ） （   ） 

 

（   ） 

 

  

素材転換 （   ） － （   ）   

製品引取 （   ） （   ） （   ）   

計 Ａ （   ） （   ） （   ）   

製品生産 （   ） （   ） （   ）   

間伐材等 

製品生産 

（   ） 

 

（   ） 

 

（   ） 

 

  

本

年

度

の

合 

素材生産 
 

－ 
 

  

間伐等素材生産 
 

－ 
 

  

素材引取 
（   ） （   ） 

 

（   ） 
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理

化

計

画

に

対

す

る

実

績 

間伐材等 

素材引取 

（   ） （   ） 

 

（   ） 

 

  

素材転換 
（   ） 

 
（   ） 

  

製品引取 
（   ） 

 

（   ） 

 

（   ） 

 

  

間伐材等 

製品引取 

（   ） （   ） 

 

（   ） 

 

  

計 Ｂ 
（   ） （   ） （   ） 

  

製品生産 
（   ） （   ） （   ） 

  

間伐材等 

製品生産 

（   ） （   ） 

 

（   ） 

 

  

計画対実績の割合 

Ｂ／Ａ 

（    ） 

％ 

（    ） 

％

（    ） 

％ ％

 

％

（注）1  合理化計画における計画の欄について 

    (1) 事業量については、 

① 合理化計画書の事業計画から該当数値の素材換算したものを記入する。 

② 素材引取の（ ）は、ＪＡＳ認定業者等のＪＡＳ製品生産量を合理化計画書の事業計画から該当数値を転記す

る。 

③ 単独融資に係るものである場合、素材引取、素材転換及び製品引取の（ ）は、需要開発に係る認定者にあつ

ては、その生産計画量を、製材の日本農林規格（針葉樹の構造用製材に係るものに限る。）に係る認定者にあっ

ては、ＪＡＳ製品生産計画量を合理化計画書の事業計画から該当数値を転記する。 

④ 間伐材等製品生産については間伐材等の素材及び製品の加工に要した経費を記入する。 

    (2) 事業費については、合理化計画書の資金計画の計画事業量と単位当たりの事業費を乗じて該当資金ごとに算出し

たものを記入する。 

    (3) 木材産業等高度化推進資金認定額は、合理化計画書の資金調達額の木材産業等高度化推進資金額を転記する。 

   2  本年度の合理化計画に対する実績の欄について 

    (1) 事業量については、 

① 合理化計画に掲げた事業の実績の素材換算数値を記入する。 

② 素材引取、素材転換及び間伐材等素材取引の（ ）は、ＪＡＳ認定業者等のＪＡＳ製品生産量を記入する。 

③ 単独融資に係るものである場合、素材引取、素材転換及び製品引取の（ ）は、需要開発に係る認定者にあつ

ては、その生産量を、製材の日本農林規格（構造用製材に係るものに限る。）に係る認定者にあつては、ＪＡＳ

製品生産量を記入する。 

    (2) 事業費については、 

① 素材生産については、立木購入代金、素材生産を行うための作業道の開設又は改良に必要な費用、作業現場か

ら最終土場までの素材生産実施費用としての集運材のための機械・施設の使用料又は作業労賃の総額を記入す

る。 

② 素材引取、素材転換及び製品引取については、国産材に係る素材又は製材品の引取金額を記入する。 
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③ 間伐材等素材生産については、間伐等に係る立木購入代金、素材生産を行うための作業道の開設又は改良に必

要な費用、作業現場から最終土場までの素材生産実施費用として集運材のための機械・施設の使用料又は作業労

賃の総額を記入する。 

④ 間伐材等素材引取、間伐材等製品引取については、間伐材等の素材又は間伐材等に係る製材品の引取金額を記

入する。 

    (3) 借入額については、ピーク時の借入額を記入する。 

   3  計画対実績の割合は、百分率（小数点以下 1 位を四捨五入し単位止めとする。）で表す。 

 

2  構造改善合理化資金関係 

 (1) チップ等安定供給資金、原木確保協定促進資金（立木等引取、素材生産に係る資金）関係 

資金名  

項目 

事業量 

事業費 

木材産業等高度化推進

資金認定額（実績欄に

おいては借入額） 
国産材 外 材 計 

合 理 化

計 画 に

お け る

計画 

立木引取 
m3 

（   ） 

 m3

－ 

m3

（   ） 
千円 千円

素材生産 
（   ） （   ） （   ） 

  

素材引取 
（   ） （   ） （   ） 

  

製品引取 
（   ） （   ） （   ） 

  

計 Ａ 
（   ） （   ） （   ） 

  

本 年 度

の 合 理

化 計 画

に 対 す

る実績 

立木引取 （   ） － （   ）   

素材生産 
（   ） （   ） （   ） 

  

素材引取 
（   ） （   ） （   ） 

  

製品引取 
（   ） （   ） （   ） 

  

計 Ｂ 
（   ） （   ） （   ） 

 
 

計画対実績の割合 

Ｂ／Ａ 

（素材換算値） 

（  ） 

％ 

   ％ 

（   ） 

％

   ％

（ ） 

％

  ％

 

    ％ 
       ％

（注）1  合理化計画における計画の欄について 

    (1) 事業量については、合理化計画書の事業計画から該当数値の素材換算したものを記入する。 

    (2) 事業費については、合理化計画書の資金計画の計画事業量と単位当たりの事業費を乗じて該当資金ごとに算出し

たものを記入する。 

    (3) 木材産業等高度化推進資金認定額は、合理化計画書の資金調達額の木材産業等高度化推進資金額を転記する。 

   2  本年度の合理化計画に対する実績の欄について 
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    (1) 事業量については、合理化計画に掲げた事業の実績の素材換算数値を記入する。 

    (2) 事業費については、立木引取は立木購入代金等を、素材引取、製品引取は国産材に係る素材又は製材品の購入   

代金等を記入する。 

    (3) 借入額については、ピーク時の借入額を記入する。 

   3  計画対実績の割合は、百分率（小数点以下 1 位を四捨五入し単位止めとする。）で表す。 

 

 (2) 木材高度加工資金、原木確保協定促進資金（木材加工に係る資金）関係 

資金名  

項目 事  業  量 事  業  費 

木材産業等高度化推進資金

認定額（実績欄においては

借入額） 

合理化計

画におけ

る計画 

素材の消費量 m3 千円 千円

製材品の消費量    

計 Ａ    

本年度の

合理化計

画に対す

る実績 

素材の消費量    

製材品の消費量    

計 Ｂ    

計画対実績の割合 Ｂ／Ａ ％ ％ ％

（注）1  合理化計画における計画の欄について 

    (1) 事業量については、合理化計画書の事業計画から該当数値を転記する。 

    (2) 事業費については、合理化計画書の資金計画の計画消費量と単位当たりの事業費を乗じて該当資金ごとに算出し

たものを記入する。 

    (3) 木材産業等高度化推進資金認定額は、合理化計画書の資金調達額の木材産業等高度化推進資金額を転記する。 

   2  本年度の合理化計画に対する実績の欄について 

    (1) 事業量については、合理化計画に掲げた事業の実績を記入する。 

    (2) 事業費については、素材・製材品の消費に要した経費を記入する。 

    (3) 借入額については、ピーク時の借入額を記入する。 

   3  計画対実績の割合は、百分率（小数点以下 1 位を四捨五入し単位止めとする。）で表す。 

 

3  林業経営高度化推進資金 

事  業  区  分 

 

事  業  量 

      （ha） 

 

事  業  費 

      （千円） 

木材産業等高度化推進資金

認定額（実績欄においては

借入額）  （千円） 

所有

森林 

植 栽    

保 育    
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林
業
経
営
改
善
計
画
に
お
け
る
計
画 

施業

受託 

植 栽    

保 育    

間 伐    

経営

受託 

植 栽    

保 育    

間 伐    

委託 造林面積    

計   Ａ    

委託 素材生産 Ｃ    

本
年
度
の
林
業
経
営
改
善
計
画
に
対
す
る
実
績 

所有

森林 

植 栽    

保 育    

施業

受託 

植 栽    

保 育    

間 伐    

経営

受託 

植 栽    

保 育    

間 伐    

委託 造林面積    

計   Ｂ    

委託 素材生産 Ｄ    

計画対実績の割合 Ｂ／Ａ ％ ％ ％

計画対実績の割合 Ｃ／Ｄ ％ ％ ％

（注）1  林業経営改善計画における計画の欄について 

    (1) 事業量については、林業経営改善計画書の 3 の(2)の「目標を達成するため必要な事項の実行計画量」の値を記

入する。 

    (2) 事業費については、林業経営改善計画書の 4 の「3 の(2)のアからウまでの伐採事業、造林事業、林道事業の実

施及び森林の取得等に必要な資金」の計の金額を各事業区分ごとに転記又は按分して記入する。 

    (3) 木材産業等高度化推進資金認定額は、林業経営改善計画書の 4 の(1)の「3 の(2)のアからウまでの伐採事業、造

林事業、林道事業の実施及び森林の取得等に必要な資金」から推進資金からの借入金の額を転記する。 

   2  本年度の林業経営改善計画に対する実績の欄について 

    (1) 事業量については、林業経営改善計画に掲げた事業の実績を記入する。 

    (2) 事業費については、事業を実施するのに要した金額を記入する。 

    (3) 借入額については、ピーク時の借入額を記入する。 

   3  計画対実績の割合は、百分率（小数点以下 1 位を四捨五入し単位止めとする。）で表す。 
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第 10 号様式（第 10 条関係） 

年  月  日   

   三重県知事 宛て 

金融機関名 

                                                             代表者名 

貸 付 状 況 の 報 告 に つ い て                      

 

 年  月末における木材産業等高度化推進資金の貸付状況を次のとおり報告します。 

 

 

資金種類別貸付状況                                                    （単位：件、千円） 

資金の種類 

 

前期末貸付

残 高 

(Ａ) 

当期貸付  

当期償還 

 

(Ｃ) 

当期末貸付

残 高

（Ａ+Ｂ-Ｃ=

Ｄ） 

備考

 

単独事業 

 

左記以外 

 

計 

(Ｂ) 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
業
経
営
改
善
合
理
化
資
金 

計 
（ ）

 
 

（ ） 

 
 

（ ）

 
 

（ )《  》

 

《 》

 

（ ） 

 
 

（ ） 

 
  

素
材
生
産
等
促
進
資
金 

計 
（ ）

 
 

（ ） 

 
 

（ ）

 
 

（ )《  》

 

《 》

 

（ ） 

 
 

（ ） 

 
  

短

期

資

金 

3 倍

協調 
             

4 倍

協調 
             

長

期

資

金 

3 倍

協調 
             

4 倍

協調 
             

(ＪＡＳ認

定業者等) 
             

素
材
転
換
促
進
資
金 

計 
（ ）

 
 

（ ） 

 
 

（ ）

 
 

（ )《  》

 

《 》

 

（ ） 

 
 

（ ） 

 
  

短期資金              

長期資金              

(ＪＡＳ認

定業者等) 
             

 

計 
（ ）

 
 

（ ） 

 
 

（ ）

 
 

（ )《  》

 

《 》

 

（ ） 

 
 

（ ） 
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短

期

資

金 

2 倍

協調 
             

間
伐
等
促
進
資 

3 倍

協調 
             

4 倍

協調 
             

長

期

資

金 

2 倍

協調 
             

3 倍

協調 
             

 

4 倍

協調 
             

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

構
造
改
善
合
理
化
資
金 

計 
（ ）

 
 

（ ） 

 
 

（ ）

 
 

（ )《  》

 

《 》

 

（ ） 

 
 

（ ） 

 
  

チ
ッ
プ
等
安
定
供
給
資
金 

計 
（ ）

 
 

（ ） 

 
 

（ ）

 
 

（ )《  》

 

《 》

 

（ ） 

 
 

（ ） 

 
  

短期資金 
 

 
            

長期資金 
 

 
            

木
材
高
度
加
工
資
金 

計 
 

 
            

短期資金 
 

 
            

長期資金 
 

 
            

原
木
確
保
協
定
促
進
資
金 

計 
 

 
            

短期資金 
 

 
            

長期資金 
 

 
            

 

林
業
経
営
高
度
化
推
進
資
金 

計 
（ ）

 
 

（ ） 

 
 

（ ）

 
 

（ )《  》

 

《 》

 

（ ） 

 
 

（ ） 

 
  

短期資金 
 

 
            

長期資金 
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合計 
（ ）

 
 

（ ） 

 
 

（ ）

 
 

（ )《  》

 

《 》

 

（ ） 

 
 

（ ） 

 
  

（注）1  件数欄の記載は、金融機関から貸し出されるごとに 1 件として計上する貸付の件数を裸書きとし、（ ）内にはそ

れぞれに該当する合理化計画認定者数（数人共同体の場合は団体ごとに 1 件とする。）を記入すること。 

なお、（ ）内の件数については次のように整理すること。 

    (1) 前期末残高の欄の記載は、直前の四半期末の貸付状況報告における当該数値を転記すること。 

    (2) 当期貸付の欄の（ ）内には、貸付残高の無い者に貸し付けた場合の数を記入すること。 

    (3) 当期償還の欄の（ ）内には、償還により貸付残高が皆無となった者の数を記入すること。 

    (4) 当期末残高の欄の（ ）内には、当期末において資金を貸し付けている者の数を記入すること。 

   2  ＪＡＳ認定業者等の欄には、当期末貸付残高のうち木材製品の規格化を促進するためＪＡＳ認定業者等に貸し付け 

ている件数及び貸付残高を記入すること。ただし、製材の日本農林規格（針葉樹の構造用製材に係るものに限る。） 

の認定業者は除くこと。 

   3  当該貸付欄の単独事業とは、「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の運用につ 

いて」の記の第 3 の 1 の(3)の事業体に係る貸付けとする。 

   4  当該貸付欄の≪ ≫には、農林漁業信用基金による債務保証に係る件数及び金額を記入すること（内書）。 
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   附 則 

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 
２ こ の 規 則 の 施 行 前 に 、 改 正 前 の 林 業 経 営 基 盤 の 強 化 等 の 促 進 の た め の 資 金 の 融 通 等 に 関 す る 暫 定 措 置 法 施 行

細 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 必 要 な 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。 

 

 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 二 十 九 年 三 月 三 十 一 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

三 重 県 規 則 第 四 十 二 号 

   鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 平 成 十 五 年 三 重 県 規 則 第 五 十 三 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。 

 第 二 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 中 「 有 害 捕 獲 」 を 「 被 害 防 止 の 捕 獲 」 に 改 め る 。 

 第 十 九 条 第 二 項 第 四 号 中 「 鳥 獣 保 護 思 想 」 を 「 鳥 獣 保 護 管 理 思 想 」 に 改 め る 。 

 第 二 号 様 式 中 「有害捕獲 」 を 「被害防止の捕獲 」 に 、 

「    

 鳥獣保護区等において、捕

獲等又は採取等しようとす
る場合にあってはその旨 

  

 狩猟免許の種別、番号及び
交付年月日 

  

   」 

を 

「    

 鳥獣保護区等において、捕
獲等又は採取等しようとす
る場合にあってはその旨 

  

   」 

に 、 「有害鳥獣捕獲 」 を 「被害防止の捕獲 」 に 改 め る 。 

   附 則 

 （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 次 項 に お

い て 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 請 書 は 、 改 正 後 の 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩

猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請 書 と み な す 。 

３ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 必 要 な 調 整 を し て

使 用 す る こ と が で き る 。 

 

 三 重 県 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 二 十 九 年 三 月 三 十 一 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

三 重 県 規 則 第 四 十 三 号 

   三 重 県 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 三 重 県 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 規 則 （ 昭 和 五 十 四 年 三 重 県 規 則 第 五 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 第 二 条 中 「 平 成 二 十 九 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。 

   附 則 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 

 

告 示 
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三重県告示第 253 号 

 農林水産部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます。 

  平成 29 年 3 月 31 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

   農林水産部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

 農林水産部関係補助金等交付要綱（平成 24 年三重県告示第 249 号）の一部を次のように改正する。 

 別表 1(1)の表及び(2)の表を次のように改める。 

 (1) 農林水産総務課関係 

 
区 分 

（Ａ） 
補 助 金 等 の 
名 称 

（Ｂ） 
補 助 金 等 の 
交 付 の 目 的 

（Ｃ） 
補助事業等の内容 

（Ｄ） 
補助額又は補
助（交付）率 

（Ｅ） 
補 助 
対 象 者 

1 食のバリューチ

ェーンの機能向
上に向けた人材
確保育成事業の

うち「プロフェ
ッショナル人材
確保育成推進事

業費」補助金 

県内の食に関する

企業等において、
県外のプロフェッ
ショナル人材を雇

用し、消費者が食
に求める価値の創
出 を 図 る と と も

に、労働生産性の
向 上 等 に つ な げ
る。 

県外のプロフェッショナル人材を

直接雇用し、かつ、平成 27 年度
中に雇用契約等を締結した県内の
食に関する企業等に対し、原則 3

か月以内（委託者が特別に認めた
場合は最長で 6 か月）の雇用に要
する人件費等の経費 

1  給料、賞与 
正規雇用開始から最大 3 か月

分（委託者が特別に認めた場合

は最長で 6 か月）の基本給等給
与を支払った金額 

2  通勤手当、住宅手当 

規定等により、労働者に対す
る支給が義務付けられている手
当 

交付決定の日

から補助事業
完了までに要
した必要経費

の 1／2 以内。
ただし、雇用
契約を締結し

たものの、給
与支払い実績
がない場合は

補助金交付の
対 象 と し な
い 。 補 助 金

は、雇用に係
る原則 3 か月
以内の経費に

対して、一人
当たり 125 万
円以内を給付

するものとす
る。なお、雇
用に係る最長 6

か月の経費に
対する補助金
の給付を認め

た場合には、
250 万円を上限
とする。 

大企業及びみな

し大企業を除く
県内の食に関す
る企業等 

 (2) フードイノベーション課関係 

 

区 分 

（Ａ） 

補 助 金 等 の 
名 称 

（Ｂ） 

補 助 金 等 の 
交 付 の 目 的 

（Ｃ） 

補助事業等の内容 

（Ｄ） 

補助額又は補
助（交付）率 

（Ｅ） 

補 助 
対 象 者 

1 6 次産業化ネッ
トワーク活動推

進事業費補助金 

6 次産業化戦略の
策定（更新）、 6

次産業化に取り組
む人材の育成、農
林水産物を活用し

た新商品開発及び
販路開拓等の取組
を支援する。 

6 次産業化ネットワーク活動交付
金実施要綱に基づいて行う次の事

業に要する経費 
1  支援体制整備事業 
 (1) 6 次産業化等に関する戦略

の策定 
 (2) 人材育成研修会の開催 
2  推進事業のうち事業者タイプ 

 (1) 加工適性のある作物導入 
 (2) 新商品開発・販路開拓の実

施 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3  推進事業のうち地域タイプ 

 
 

 
事業費の 10／
10 以内 

 
 
事業費の 1／3

以 内 。 た だ
し、市町戦略
（事業実施年

度末までに市
町戦略を定め
ることが確実

であるものを
含む。）に基
づいて行われ

る取組として
当該市町が認
めるものにあ

っては、事業
費の 1／2 以内
とする。 

事業費の 1／2  

6 次産業化ネッ
トワーク活動交

付金実施要綱に
定める事業実施
主体 
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    (1) 加工適性のある作物導入 

 (2) 新商品開発及び販路開拓の
実施 

 (3) 施設給食における地場産農
林水産物等の利用拡大 

 (4) 直売所の売上向上に向けた

多様な取組 
 (5) 地場産農林水産物等を利用

した介護食品の開発 

 (6) 新技術等の事業化実証 

以内  

2 6 次産業化ネッ
トワーク活動整
備事業費補助金 

農林水産物を活用
した新商品開発及
び販路開拓の取組

に必要な機械、施
設等の整備を支援
する。 

整備事業のうち事業者タイプ 
6 次産業化ネットワーク活動交付
金実施要綱に基づいて行う次の施

設等の整備事業に要する経費 
1  農林水産物等の加工・流通・

販売等のために必要な施設 

 (1) 農林水産物等集出荷のため
に必要な施設 

 (2) 農林水産物等処理加工のた

めに必要な施設 
 (3) 農林水産物の高付加価値

化、地域の生産及び加工との

連携等を図る農林水産物等の
総合的な販売施設及び地域食
材提供施設 

 (4) 捕獲獣肉等食材提供のため
に必要な施設 

 (5) 収穫後用病害虫防除のため

に必要な施設 
 (6) 未利用資源をエネルギー化

し農林水産物等の加工、流

通、販売等施設へ供給するた
めに必要な施設（売電を目的
とする取組を除く。） 

 (7) (1)～(6)の附帯施設 
2  6 次産業化又は農商工連携の

取組に必要な、自らが行う農林

水産物等の生産のために必要な
施設等 

 (1) 簡易土地基盤整備 

 (2) 農業用水のために必要な施
設 

 (3) 営農飲雑用水のために必要

な施設 
 (4) 高生産性農業用水のために

必要な施設 

 (5) 乾燥調製貯蔵のために必要
な施設 

 (6) 育苗のために必要な施設 

 (7) 水産用種苗生産及び蓄養殖
のために必要な施設 

 (8) 高品質堆肥製造のために必

要な施設 
 (9) 新技術活用種苗等供給のた

めに必要な施設 

(10) 特用林産物生産のために必
要な施設 

(11) 農林水産物運搬のために必

要な施設 
(12) 未利用資源をエネルギー化

し農林水産物等の生産施設へ

供給するために必要な施設
（売電を目的とする取組を除
く。） 

(13) (1)～(12)の附帯施設 
3  食品等の加工・販売のために

必要な施設 

 (1) 農林漁業者団体等と連携す
る中小企業者が行う食品等の
加工・販売のために整備する

施設 
 (2) (1)の附帯施設 

事業費の 3／10
以 内 。 た だ
し、事業実施

主体に交付す
る補助金の額
は 6 次産業化

ネットワーク
活動交付金実
施要綱に定め

る方法により
算定された額
とし、1 億円を

上限とする。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

6 次産業化ネッ
トワーク活動交
付金実施要綱に

定める事業実施
主体 
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   整備事業のうち地域タイプ 

市町戦略に基づいて行われる新商
品開発に用いる加工機械等の導入

に要する経費 

事業費の 1／2
以 内 。 た だ
し、3 千万円を

上限とする。 

 

 別表 1(3)を削る。 

 別表 1(4)の表中「担い手育成課」を「担い手支援課」に改め、同表第 1 号の項（Ｃ）の欄中「農業委員及

び」を「農業委員、農地利用最適化推進委員及び」に改め、同表第 2 号の項を次のように改める。 

2 農業委員会交付
金 及 び 補 助 金
（農地利用最適

化交付金） 

市町農業委員会の
組織及び運営の適
正化を図る。 

1  農業委員、農地利用最適化推
進委員及び職員の設置に要する
経費 

定額 市町又は市町農
業委員会 

 別表 1(4)の表中第 14 号の項を削り、第 13 号の項を第 14 号の項とし、第 12 号の項を第 13 号の項とし、同表

第 11 号の項（Ｄ）の欄中「10／10 以内」を「1／2 以内」に改め、同項を同表第 12 号の項とし、同表中第 10 号

の項を第 11 号の項とし、第 3 号の項から第 9 号の項までを 1 項ずつ繰り下げ、第 2 号の項の次に次のように加

える。 

3 農業委員会ネッ

トワーク機構負
担金及び補助金 

県農業会議の組織

及び運営の適正化
を図る。 

1  常設審議委員会及び総会の会

議員手当に要する経費 
2  職員の設置に要する経費 
3  県農業会議が実施する機構集

積支援事業に要する経費 
4  事務所の運営等に要する経費 

事業費の 10／

10 以内 

一般社団法人三

重県農業会議 

 別表 1(4)の表中第 20 号の項を削り、同表第 21 号の項（Ｂ）の欄中「企業等」を「中山間地域において企業

等」に改め、同項（Ｃ）の欄から（Ｅ）の欄までを次のように改め、同項を同表第 20 号の項とする。 

企業等が農業経営を行う際に必要
な機械、施設等の整備、農地の造

成等や担い手確保のための人材育
成に要する経費を支援する。 

事業費の 1／6
以 内 。 た だ

し、障がい者
が就労する場
合は事業費の 1

／4 以内。 
（いずれも補
助金上限 5,000

千円） 

県内企業等で
新規又は既存

で農業経営に
取り組む者 

 別表 1(4)の表に次のように加え、同表を別表 1(3)の表とする。 

21 担い手確保・経
営強化支援事業

費補助金 

「 人 ･ 農 地 プ ラ
ン」を策定し農地

中間管理事業を活
用した地域の認定
農 業 者 等 に 対 し

て、農業用機械及
び施設等の導入を
支援し、地域農業

の 発 展 に 寄 与 す
る。 

適切な「人･農地プラン」が作成
されており、農地中間管理機構を

活用している地区において、売上
高の拡大や経営コストの縮減等に
意欲的に取り組む地域の担い手

が、融資を活用して農業用機械及
び施設を導入する事業に要する経
費 

事業費の 1／2
以内 

市町 

 別表 1(5)の表を別表 1(4)の表とする。 

 別表 1(6)の表中第 8 号の項を削り、第 9 号の項を第 8 号の項とし、第 10 号の項を第 9 号の項とし、第 11 号

の項を第 10 号の項とし、同表に次のように加え、同表を別表 1(5)の表とする。 

11 産地パワーアッ
プ事業費補助金 
 

地域の強みを活か
したイノベーショ
ンの促進及び三重

県農業の競争力強
化を図る。 

水田、畑作、野菜、果樹及び花き
の産地が施設整備、機械のリー
ス、生産資材の導入等を行う事業

に要する経費 

事業費の 1／2
以内 

市町、農業者が
組織する団体、
農業者等 

 別表 1(7)の表に次のように加え、同表を別表 1(6)とする。 

8 子牛生産基盤を

核とした連携体
育成モデル事業
費補助金 

子牛生産基盤の強

化の取組を支援す
ることで、和牛生
産農家を含めた畜

産経営体が核とな
った地域全体の収
益性向上に取り組

む高収益型畜産連
携 体 の 育 成 を 図
る。 

和牛子牛生産基盤の強化及び改

良・繁殖に取り組む農家等で構成
される団体の構成員で、新たに繁
殖経営に取り組む農家等が繁殖雌

牛を増頭する場合に要する経費 
 

繁殖雌牛 1 頭

につき 100 千
円以内 
 

生産者集団、農

協及び一般社団
法人 
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9 雇用力のある畜

産経営体育成事

業費補助金 

需要に応じた畜産
物の生産基盤の強

化を図り、中山間
地域における雇用
の創出につなげる

ため、地鶏等に係
る生産力向上及び
ブランド力向上を

図る。 

財団法人熊野市ふるさと公社が行
う熊野地鶏のブランド力向上のた

めのＰＲ用パンフレット、ホーム
ページ等の作成及び県内外での普
及活動の展開に要する経費 

 

事業費の 1／2
以内 

熊野市 

 別表 1(8)の表中第 3 号の項から第 5 号の項までを削り、第 6 号の項を第 3 号の項とし、第 7 号の項を削り、

第 8 号の項を第 4 号の項とし、第 9 号の項から第 13 号の項までを 4 項ずつ繰り上げ、第 14 号の項を削り、第

15 号の項（Ｃ）の欄及び（Ｄ）の欄を次のように改め、同項を同表第 10 号の項とする。 

次に掲げる事業に要する経費 

1  農地災害復旧事業 
 
2  農業用施設災害復旧事業 

 
3  災害査定設計委託補助事業 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4  災害関連農村生活環境施設復
旧事業 

 

工事費の 50／
100 以内 
工事費の 65／

100 以内 
補助対象経費
の 50／100 以

内。ただし、
農林水産業施
設災害復旧事

業費国庫補助
の暫定措置に
関する法律第 3

条及び激甚災
害に対処する
ための特別の

財政援助等に
関する法律第 5
条第 2 項の規

定により補助
率を決定され
たものについ

ては、当該決
定に係る補助
率とする。 

工事費の 50／
100 以内 

 別表 1(8)の表中第 16 号の項を第 11 号の項とし、第 17 号の項から第 23 号の項までを削り、第 24 号の項を第

12 号の項とし、第 25 号の項を第 13 号の項とし、第 26 号の項を削り、第 27 号の項を第 14 号の項とし、第 28

号の項を第 15 号の項とし、第 29 号の項を第 16 号の項とし、同項の次に次のように加える。 

17 三重用水施設管
理費負担金 

広域に渡る大規模
な用水施設につい

て、適切な施設管
理を行うことで、
農業用水を安定的

に供給し、農業生
産基盤の安定を図
る。 

農水、上水、工水の多目的大規模
水利事業として整備された三重用

水事業について、独立行政法人水
資源機構が直接管理する管理費の
農業用水に係る分を負担する。 

三重県（農業
用水）分のう

ち、改良区負
担額を除いた
額 

独立行政法人水
資源機構 

18 木曽川用水施設

管理費負担金 

広域に渡る大規模

な用水施設につい
て、適切な施設管
理を行うことで、

農業用水を安定的
に供給し、農業生
産基盤の安定を図

る。 

農水、上水、工水の多目的大規模

水利事業として整備された木曽川
用水事業について、独立行政法人
水資源機構が直接管理する管理費

の農業用水に係る分を負担する。 

三重県（農業

用水）分のう
ち、改良区負
担額を除いた

額 

独立行政法人水

資源機構 

19 高度水利機能確
保基盤整備事業
費補助金（中山

間地域所得向上
支援事業） 

収益性の高い農産
物等の生産・販売
等の取組を総合的

に支援し、意欲あ
る中山間地域の農
業者等の所得向上

を図る。 

次に掲げる事業に要する経費 
1  定額補助 
  所得向上計画の策定 

2  定率補助 
 水田の畑地化等の基盤整備、
生産・販売等の施設整備等を総

合的に実施する事業 

 
定額 
 

事業費又は間
接補助事業費
の 55／100 以

内 

市町、土地改良
区、農業協同組
合又はその他の

農業者等の組織
する団体 
 

 

 別表 1(8)の表第 30 号の項を削り、同表を別表 1(7)とし、同表の次に次の 1 表を加える。 
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 (8) 農山漁村づくり課関係 

 

区 分 

（Ａ） 

補 助 金 等 の 
名 称 

（Ｂ） 

補 助 金 等 の 
交 付 の 目 的 

（Ｃ） 

補助事業等の内容 

（Ｄ） 

補助額又は補
助（交付）率 

（Ｅ） 

補 助 
対 象 者 

1 団体営調査設計
事業費補助金 

各種の土地改良事
業の円滑かつ的確

な実施を図る。 

次の事業の円滑かつ的確な実施を
図るための調査設計指導に要する

経費 
1  集落基盤整備事業 
2  農業集落排水事業 

3  中山間総合整備事業 

事業費の 60／
100 以内 

市町、土地改良
区、土地改良事

業団体連合会、
農業協同組合そ
の他の団体であ

って知事が適当
と認めるもの 

2 農業・農村にお
ける生物多様性

保全対策事業費
補助金 

生態系に配慮した
整備を推進し、自

然と共生する個性
ある地域づくりの
推進を図る。 

生態系に配慮した工法に要する経
費（地元負担金相当分） 

当該事業の地
元負担額以内 

 

土地改良区等又
は市町 

 

3 多面的機能支払

交付金 

地域資源の基礎的

な保全管理及び質
的 向 上 を 図 る 活
動、施設の長寿命

化を図る活動等を
通じ、農業・農村
の有する多面的機

能の維持・発揮を
図る。 

1  農地維持支払交付金及び資源

向上支払交付金（施設の長寿命
化のための活動を除く。） 

  市町が地域資源の基礎的な保

全及び質的向上に向けて取り組
む活動組織に対して行う交付に
要する経費 

2  資源向上支払交付金（施設の
長寿命化のための活動に限
る。） 

  市町が施設の長寿命化に向け
て取り組む活動組織に対して行
う交付に要する経費 

3  多面的機能支払推進交付金 
  市町又は地域協議会が行う活

動組織の指導、確認等に要する

経費 

事業費の 3／4 

 
 
 

 
 
 

事業費の 3／4 
 
 

 
 
 

定額 

市町 

 
 
 

 
 
 

市町 
 
 

 
 
 

市町又は三重県
農地・水・環境
保全向上対策協

議会 

4 中山間地域等直
接支払事業交付
金 

中山間地域等にお
いて、平坦地域と
の生産条件格差に

相当する一定額を
耕作者等に直接支
払うことにより、

耕作放棄の未然防
止を図る。 

次に掲げる経費 
1  交付金 
  市町が集落協定又は個別協定

に基づいて交付金を交付するの
に要する経費 

2  推進交付金 

  市町が中山間地域等直接支払
交付金の交付の実施、指導等に
要する経費 

事業費の 3／
4。ただし、特
認地域にあっ

ては、事業費
の 2／3 
定額 

市町 

5 ふるさと水と土

保全対策事業費
補助金 

優れた農村環境及

び農村景観を創造
するため、地域住
民が行う取組を支

援 す る こ と に よ
り、美しい農村づ
く り の 促 進 を 図

る。 

次に掲げる事業に要する経費 

1  農地及び土地改良施設の保全
管理事業 

2  農村景観の保全、修復及び創

造事業 
3  環境創造に必要な動植物の保

護、育成及び繁殖事業 

事業費の 1／2

以内 

市町 

6 団体営中山間地
域総合整備事業
費補助金 

中山間地域におけ
る農業生産基盤及
び農村生活環境等

の整備を総合的に
実施し、地域の振
興を図る。 

次に掲げる事業に要する経費 
1  農業生産基盤整備事業 
 

 
 
2  農村生活環境整備事業 

 
 
 

3  別に定める特認事業 
 
 

 
4  実施計画策定事業（農業生産

基盤整備事業に係る工種に限

る。） 
 

 
事業費又は間
接補助事業費

の 70／100 以
内 
事業費又は間

接補助事業費
の 70／100 以
内 

事業費又は間
接補助事業費
の 70／100 以

内 
事業費又は間
接補助事業費

の 60／100 以
内 

市町 
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7 団体営農村振興

総合整備事業費
補助金 

農村地域における
農業生産基盤及び
生活環境の整備を

総合的に実施し、
地 域 の 振 興 を 図
る。 

次に掲げる事業に要する経費 
1  農業生産基盤整備事業 
 

 
 
2  生活環境整備事業 

 
 
 

3  実施計画策定事業（農業生産
基盤整備事業に係る工種に限
る。） 

 
4  地形図作成事業 
 

 

 
事業費又は間
接補助事業費

の 60／100 以
内 
事業費又は間

接補助事業費
の 60／100 以
内 

事業費又は間
接補助事業費
の 60／100 以

内 
事業費の 70／
100 以内。た

だし、六法指
定地域等は 75
／100 以内 

 
市町、土地改良
区、農業協同組

合又は知事が適
当と認める団体 
市町、土地改良

区、農業協同組
合又は知事が適
当と認める団体 

市町、土地改良
区、農業協同組
合又は知事が適

当と認める団体 
市町、土地改良
区、農業協同組

合又は土地改良
事業団体連合会 

8 団体営農業集落

排水整備促進事
業費補助金 

農業用用排水の水

質保全、農業用用
排水施設の機能維
持又は農村生活環

境の改善を図る。 

1  農業集落におけるし尿、生活

雑排水等の汚水若しくは雨水を
処理する施設又は汚泥、処理水
若しくは雨水の循環利用を目的

とした施設及びこれらに附帯す
る施設の整備又は改築に要する
経費 

2  農業集落排水施設等の劣化状
況等の機能診断調査及びその結
果に基づき施設機能を保全する

ために必要な対策方法等を定め
た構想計画の策定に要する経費 

3  市町が団体営農業集落排水整

備促進事業（ハード整備）の実
施に伴う下水道事業債等の起債
償還のための基金造成に要する

経費 
 
 

 
 
 

事業費の 1／2

以内 
 
 

 
 
 

定額 
 
 

 
 
団体営農業集

落排水整備促
進事業（ハー
ド整備）の精

算工事費に次
の率を乗じた
額以内 

1 下水道事業
債のみの償還
の場合 8.25％ 
2 下水道事業
債及び過疎債
の償還の場合

6.375 ％ 以 上
8.25％未満 
3 下水道事業

債及び辺地債
の償還の場合
5.625 ％ 以 上

8.25％未満 

市町 

 
 
 

 
 
 

市町 
 
 

 
 
市町 

9 団体営農業集落
排水整備支援事
業費補助金 

農業用用排水の水
質保全、農業用用
排水施設の機能維

持又は農村生活環
境の改善を図る。 

市町が、地方創生汚水処理施設整
備推進交付金（農業集落排水）の
実施に伴う下水道事業債等の起債

償還のための基金造成に要する経
費 

地方創生汚水
処理施設整備
推 進 交 付 金

（農業集落排
水）の精算工
事費に次の率

を乗じた額以
内 
1  下水道事

業債のみの
償還の場合
8.25％ 

2  下水道事
業債及び過
疎債の償還

の 場 合
6.375％以上
8.25％未満 

3  下水道事
業債及び辺
地債の償還 

市町 
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    の 場 合

5.625％以上
8.25％未満 

 

10 農村地域自然エ

ネルギー活用推
進事業費 

クリーンなエネル

ギー供給及び自立
分散型電源確保を
図るとともに、土

地改良施設等の維
持管理費の節減及
び農村振興に寄与

する。 

1  事業費 

農山漁村振興交付金実施要綱
に基づいて行う自然・資源活用
施設の整備に要する経費。ただ

し、国から農山漁村振興交付金
を市町に交付できない場合に限
る。 

2  市町等附帯事務費 
1 の事業に要する市町等附帯

事務費 

事業費の 1／2

以内 
 
 

 
 
 

事業費の 1／2
以内 

市町又は土地改

良区 
 
 

 
 
 

市町又は土地改
良区 

11 子ども農山漁村

ふるさと体験受
入モデル体制整
備支援補助金 

ふるさと体験活動

を推進し、都市と
農山漁村との交流
を 促 進 す る こ と

で、農山漁村の地
域コミュニティ再
生と地域活力増進

を図る。 

小学生以上のグループ（概ね 5 名

以上）、学校等の受入体制整備に
必要な経費 

定 額 （ 上 限

500 千円） 

受入地域協議会 

12 三重まるごと自
然体験実践支援
交付金 

三重県が誇る山・
川・海の豊かな自
然を「体験」とい

う方法により生か
して、県内外から
多くの人を呼び込

めるよう、県内の
「自然体験プログ
ラム」をより魅力

的なものにブラッ
シュアップする。 

新たな「自然体験プログラム」を
開発・実践するために必要な経費 

定額 新たな「自然体
験プログラム」
の開発・実践を

行おうとする団
体等 
 

 別表 1(11)の表第 2 号の項（Ｃ）の欄及び（Ｄ）の欄を次のように改める。 

1  県タイプ：天然林施業等及び
付帯施設等の整備に要する経費

並びに森林環境創造事業対象森
林において、新しい森林づくり
の普及に要する経費 

2  市町タイプ：美しい森林づく
り基盤整備交付金を使用した、
天然林施業等に要する経費 

事業費の 8／10
以内 

 
 
 

事業費の 4／10
以内 

 別表 1(11)の表第 3 号の項（Ｃ）の欄中「林業技能士」を「林業技能者」に改め、同表第 4 号の項を次のよう

に改める。 

4 林業・木材産業

構造改革事業費
補助金 

間伐材等の安定供

給の確保、森林の
整 備 ・ 保 全 の 推
進、林業の持続的

かつ健全な発展、
木材産業の健全な
発展と木材利用の

推進を図る。 

1  森林整備の推進 

森林整備の効率的かつ円滑な
実施のために必要な高性能林業
機械等の整備に要する経費 

林業機械作業システム整備
（森林整備型） 

2  森林の多様な利用・緑化の推

進 
森林環境教育等の継続的な体

験活動の場、知識及び技術を学

ぶ林業体験学習の場となる森
林・施設の整備に要する経費 

 (1) 森林フィールド整備 

 (2) 森林環境教育活動施設整備 
 (3) 共同施設整備 
3  優良種苗の確保 

低コスト造林に資するコンテ
ナ苗を低価格で大量に供給する
苗木生産施設等の整備に要する

経費 
コンテナ苗生産基盤施設等の

整備 

4  望ましい林業構造の確立 
林業再生の担い手育成や林業

生産コストの低減を図るために 

定額（4.5／10

以内） 
 
 

 
 
定額（4／10 以

内又は 1／2 以
内） 
 

 
 
 

 
 
定額（1／2 以

内） 
 
 

 
 
 

定額（1／2 以
内、4／10 以内
又は 1／3） 

市町、森林組合

等 
 
 

 
 
市町等 

 
 
 

 
 
 

 
 
事業協同組合、

森林組合、林業
用苗木等の生産
者等 

 
 
 

市 町 、 森 林 組
合、林業事業体
等 

平成29年3月31日 三　重　県　公　報 号　　外

52



      
   必要な高性能林業機械等の整備

に要する経費 
 (1) 林業機械作業システム整備

（素材生産型） 
 (2) 効率化施設整備 
 (3) 活動拠点施設整備 

5  特用林産の振興 
特用林産物の生産基盤の強化

や作業の効率化等特用林産物の

活用体制の整備に要する経費 
特用林産物活用施設等整備 

6  木材利用及び木材産業体制の

整備推進 
競争力のある木材産地の形成

と地域材製品の安定的な供給を

目的とした木材加工流通施設等
の整備、地域材を利用した公共
建築物等の整備、木質バイオマ

スの供給・利用を促進するため
の木質燃料製造施設や熱供給用
木質バイオマスボイラー等の整

備に要する経費 
 (1) 木材加工流通施設等の整備 

ア 木材加工流通施設整備 

イ 森林バイオマス等活用施
設整備 

 

 
 
 (2) 木造公共建築物等の整備 

ア 木造公共施設整備 
イ 都市木造公共施設整備 

 

 
 (3) 木質バイオマス利用促進施

設の整備 

ア 未利用間伐材等活用機材
整備 

イ 木質バイオマス供給施設

整備 
ウ 森林バイオマスエネルギ

ー利用施設整備 

7  森林資源の保護 
森林病害虫等の被害が発生し

にくい森林環境の整備・保全等

の推進に要する経費 
松林等健全化促進事業 

8  次世代木材生産・供給システ

ム構築事業 
 (1) 伐倒・搬出 

ア 伐倒・搬出（不用木除去

（侵入竹を含む。）、不良
木の淘汰（育成しようとす
る樹木の一部を伐採するこ

とにより本数密度の調整、
残存木の生長促進等を図る
ことをいう。）、支障木や

あばれ木等の伐倒・搬出集
積その他付帯施設整備（林
内作業場、土場等））の実

施 
イ 関連条件整備活動（対象

森林の調査、森林所有者の

同意取付け等） 
 (2) 路網整備 

ア 林業専用道（規格相当）

整備 
(ｱ) 林業専用道（規格相

当）整備 

(ｲ) 関連条件整備活動 
イ 森林作業道整備 
(ｱ) 森林作業道整備 

 
 
 

 
 
 

定額（1／2 以
内） 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
定額（1／2 以
内） 

 
 
 

 
 
定額（1／2 以

内、 3／ 10 以
内、 15％以内
又は 3.75％以

内） 
定額（1／2 以
内又は 1／3 以

内） 
 
 

 
 
 
定額（1／2 以
内） 
 

 
 
 

 
定額 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
定額 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

市町、森林組合
等 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
市 町 、 森 林 組
合、林業者等の

組織する団体、
木材関連業者等
の 組 織 す る 団

体、地域材を利
用する法人等 
市町、地方公共

団体が出資する
法人等 
 

 
市 町 、 森 林 組
合、林業者等の

組織する団体、
民間事業者等 
 

 
 
 

市町等 
 
 

 
 
 

 
市町、森林所有
者 、 森 林 組 合

等、森林経営計
画等の認定を受
けた者等であっ

て事業構想に明
記された事業主
体 

 
 
 

 
 
 

 
市 町 、 森 林 組
合、森林経営計

画等の認定を受
けたもの等 
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   (ｲ) 関連条件整備活動   

   9  きのこ等生産資材導入円滑化
事業 

 東日本大震災による間接被害
前までのきのこの生産資材導入
費と新たな間接被害後の生産資

材導入費の差額に要する経費 
 
 

 
 
10 地域の森林資源を生かした特

用林産振興対策事業 
安全安心な県産きのこについ

ての見学会、宣伝イベントの開

催等、生産者が消費者に直接Ｐ
Ｒする活動等に要する経費 

事業費の 1／2
以内 

 
 
 

 
 
 

 
 
事業費の 1／2

以内 
 
 

 

森林組合、生産
森林組合、森林

組合連合会、農
業協同組合、農
業協同組合連合

会、農事組合法
人、林業者等の
組織する団体、

地方公共団体等
の出資する法人 
人と自然にやさ

しいみえの安心
食材表示制度の
認定生産者の組

織する団体等 
 

 別表 1(11)の表中第 6 号の項及び第 7 号の項を削り、第 8 号の項を第 6 号の項とし、第 9 号の項（Ｂ）の欄及

び（Ｃ）の欄中「、「あかね材」」を削り、同項を同表第 7 号の項とし、同表中第 10 号の項を第 8 号の項と

し、第 11 号の項を削り、第 12 号の項を第 9 号の項とし、同表第 13 号の項（Ｃ）の欄及び（Ｄ）の欄を次のよ

うに改め、同項を同表第 10 号の項とする。 

チップ加工業者にチップを安定供
給するための取組を行う新規参入

事業者等の生産体制の強化に要す
る経費 
 (1) 新規雇用 

 (2) 高性能林業機械等のリース 

 
 

 
 
定額 

事業費の 1／2
以内 

 別表 1(11)の表中第 14 号の項を第 11 号の項とし、第 15 号の項から第 17 号の項までを削り、第 18 号の項を

第 12 号の項とし、第 19 号の項及び第 20 号の項を削り、第 21 号の項（Ｃ）の欄から（Ｅ）の欄までを次のよう

に改め、同項を同表第 13 号の項とする。 

1  集材技術者育成支援事業 
実践的な集材技術を習得させ

るための研修会の開催等に要す

る経費 
2  木質バイオマス搬出支援事業 

協定に基づき木質バイオマス

発電施設に木質バイオマスを安
定供給するために行う原木の運
搬経費 

事業費の 1／2
以内 
 

 
定額 
 

林業事業体 
 
 

 
三重県木質バイ
オマスエネルギ

ー利用推進協議
会 

 別表 1(11)の表中第 22 号の項を第 14 号の項とし、同表に次のように加える。 

15 地域に活力を与
える林業生産体
制整備事業費補

助金 
 

 林業の収益性を
高めるため、コン
テナ苗等による苗

木の生産体制の強
化を図る。 
 また、自伐林家

等の多様な主体に
よる自伐型林業を
活性化させること

で、自立的な森林
整 備 の 促 進 を 図
る。 

1  低コスト造林支援種苗確保事
業 

林業の収益性を高める低コス

ト造林を推進するためのコンテ
ナ苗木等の生産体制の整備に要
する経費 

事業費の 1／2
以内 

森林組合、生産
森林組合、森林
組合連合会、農

業協同組合、農
業協同組合連合
会、農事組合法

人、林業者等の
組織する団体、
地方公共団体等

の 出 資 す る 法
人、民間事業者
その他知事が認

めるもの 

16 原木安定供給促
進事業費補助金 
 

 合板工場等の生
産性向上等体質強
化のため、間伐や

路網整備等を一体
的に行い、原木の
安定的な供給を図

る。 

1  間伐材生産・路網整備 
 (1) 間伐材生産 

ア 間伐材の生産（不用木の

除去（侵入竹を含む）、不
良木の淘汰（育成しようと
する樹木の一部を伐採する

ことにより本数密度の調
整、残存木の生長促進等を
図ることをいう。）、支障

木やあばれ木等の伐倒、搬
出集積、その他附帯施設整
備 （ 林 内 作 業 場 、 土 場 

定額 市町、森林所有
者 、 森 林 組 合
等、森林経営計

画等の認定を受
けた者等で体質
強化計画に明記

されているもの 
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   等））の実施 

イ 関連条件整備活動（対象
森林の調査及び森林所有者

の同意取付け等） 
 (2) 路網整備 

ア 林業専用道（規格相当）

整備 
(ｱ) 林業専用道（規格相

当）整備 

(ｲ) 関連条件整備活動（対
象森林の調査及び森林所
有者の同意取付け等） 

イ 森林作業道整備 
(ｱ) 森林作業道整備 
(ｲ) 関連条件整備活動（対

象森林の調査及び森林所
有者の同意取付け等） 

  

17 合板・製材生産
性強化対策事業

費補助金 
 

生産性向上等の体
質強化のための合

板・製材工場等の
施設整備を行い、
地域材の競争力強

化を図る。 
 

1  木材加工流通施設等整備 
 (1) 間伐材等加工流通施設整備 

 (2) ストックヤード整備 
 

定額（事業費
の 1／2 以内） 

 

市 町 、 森 林 組
合、林業者等の

組織する団体、
木材関連業者等
の 組 織 す る 団

体、地域材を利
用する法人等で
体質強化計画に

明記されている
もの 

 別表 1(12)の表第 2 号の項中 

「 

1  森林環境保全整備事業 
林業専用道の開設等を行うた

めに要する経費 
 (1) 過疎、振興山村又は準過疎

指定地域に係るもの 

 (2) その他の地域に係るもの 

 
 

 
本工事費等の 7
／10 以内 

本工事費等の
6.5／10 以内 

市 町 、 森 林 組
合、生産森林組

合又は森林組合
連合会 

 
 

 
 を 
 
 
 

                               」 

「 

1 森林環境保全整備事業 
 (1) 林業専用道の開設等を行う

ために要する経費過疎、振興
山村又は準過疎指定地域に係
るもの 

ア 過疎、振興山村又は準過
疎指定地域に係るもの 

イ その他の地域に係るもの 

 
 (2) 林業専用道の改良を行うた

めに要する経費 

 

 
 

 
 
 

本工事費等の 7
／10 以内 
本工事費等の

6.5／10 以内 
本工事費等の 1
／2 以内 

市 町 、 森 林 組
合、生産森林組

合又は森林組合
連合会 

 
 

 
 
 

 に改め、同項（Ｃ）の欄中「道整備交付 

                               」 

金」を「地方創生道整備推進交付金」に改め、同表第 7 号の項中 

「 

   3  県単林道長寿命化促進事業 
老朽化した橋梁の老朽化の程

度等の診断及び補修、更新等に
要する経費 

 (1) 維持管理 

   改良 
 

 
 

 
 
本工事費等の 4

／10 以内。た
だし、過疎等
市町に係るも

の に あ っ て
は、本工事費
等の 1／2 以内 

  
 

 
 
 

 

                                                 」 

を削る。 
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 別表 1(14)の表第 1 号の項（Ｃ）の欄中「ブラックバスを始めとする」を「カワウ、」に改め、同表第 2 号の

項及び第 3 号の項を次のように改める。 

2 養殖経営強化支

援事業費補助金 

生産性向上、経営

改善等に係る取組
を共同で行う生産
者を支援すること

により、県南部地
域の養殖業を活性
化させる。 

作業効率化、生産性の向上、リス

ク分散、経営安定、収益増等につ
ながる取組を共同で行う養殖業者
の支援に要する経費 

事業費の 1／2

以内 

養殖業者グルー

プ 

3 三重ノリ生産・

販売体制構築事
業費補助金 

差別化された商品

づくり及び販売戦
略構築に係る取組
を支援し、地域産

業として重要な黒
ノ リ 養 殖 業 の 継
続・発展を図る。 

差別化された商品づくり及び販売

戦略構築に係る取り組みに要する
経費 

事業費の 1／2

以内 

三重県黒のり養

殖研究会 

 別表 1(14)の表中第 4 号の項から第 10 号の項までを削る。 

 別表 1(15)の表第 1 号の項（Ｃ）の欄を次のように改める。 

経営改善が必要な漁協への指導及

び漁協の合併再編の推進に要する
経費 

 別表 1(15)の表中第 2 号の項を削り、第 3 号の項を第 2 号の項とし、第 4 号の項から第 6 号の項までを 1 号ず

つ繰り上げ、同表第 7 号（Ｃ）の欄中「整備する」を「取得するために要する」に改め、同項を同表の第 6 号の

項とし、同表中第 8 号の項を第 7 号の項とし、第 9 号の項を第 8 号の項とする。 

 別表 1(16)の表第 4 号の項（Ｃ）の欄及び（Ｄ）の欄を次のように改める。 

1  地域水産物供給基盤整備事業及
び漁港施設機能強化事業に要する
経費 

 (1) 漁港施設 
  ア 本土 
 

  イ 離島 
   (ｱ) 外郭及び水域 
 

   (ｲ) 係留 
 
   (ｳ) 輸送及び用地 

 
 (2) 耐震診断 
  ア 本土 

 
  イ 離島 
 

2 漁村再生事業に要する経費 
 (1) 本土 
  ア 漁港施設 

  イ 漁場施設 
  ウ 集落排水施設（下水施設） 
  エ 集落環境施設（防災安全施

設、雨水排水施設等） 
  オ 漁港環境施設 
  カ 地域創造型施設 

  キ 効果促進事業 
 (2) 離島 
  ア 漁港施設 

   (ｱ) 外郭、水域及び係留 
   (ｲ) 輸送及び用地 
  イ 漁場施設 

 
  ウ 集落排水施設（下水施設） 
 

  エ 集落環境施設（防災安全施
設、雨水排水施設等） 

  オ 漁港環境施設 

 
  カ 地域創造型施設 
 

 
 
 

 
事業費の 50／
100 以内 

 
事業費の 80／
100 以内 

事業費の 60／
100 以内 
事業費の 55／

100 以内 
 
事業費の 50／

100 以内 
事業費の 60／
100 以内 

 
事業費の 50／
100 以内 

 
 
 

 
 
 

 
 
事業費の 60／

100 以内 
 
事業費の 60／

100 以内 
事業費の 60／
100 以内 

事業費の 60／
100 以内 
事業費の 60／

100 以内 
事業費の 60／
100 以内 
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  キ 効果促進事業 

 
3  漁業集落環境整備事業に要する

経費 

  本土・離島 
 (1) 集落排水施設（下水施設） 
 (2) 集落環境施設（防災安全施

設、雨水排水施設等） 
4  漁港環境整備事業に要する経費 
  本土 

  漁港環境施設 
5  漁港機能高度化目標に要する経

費 

6  産地水産業強化支援事業に要す
る経費 

事業費の 50／

100 以内 
事業費の 50／
100 以内 

 
 
 

 
事業費の 50／
100 以内 

 
事業費の 50／
100 以内 

事業費の 1／6
以内 

 別表 1(16)の表第 5 号の項を削り、同表第 6 号（Ｄ）の欄中「70／100 以内」を「50／100 以内」に改め、同

項を同表第 5 号の項とし、同表中第 7 号の項を第 6 号の項とし、同項の次に次のように加える。 

7 県単漁港改良事
業費補助金 

 
漁 港 ・ 海 岸 改
良、漁港・海岸

調査 
 
 

 
漁港・海岸臨時
的支援 

 
 

 
水産業の基盤であ
る漁港施設の整備

を図る。 
 
 

 
市町営事業に関す
る県費補助制度の

改定に伴う急激な
市町財政の負担増
額を緩和するため

臨 時 的 に 支 援 す
る。 

 
 

 
次に掲げる事業に要する経費 
1  国補事業対象外の小規模な漁

港及び海岸の改良事業 
2  漁港及び海岸の施設に関する

調査等 

 
市町が実施する農山漁村地域整備
事業に要する経費 

 

 
 

 
 
事業費の 40／

100 以内 
事業費の 50／
100 以内 

 
農山漁村地域
整備事業の精

算 事 業 費 に
10％を乗じた
額以内 

 

市町 

 別表 1(16)の表中第 8 号の項を削り、第 9 号の項を第 8 号の項とし、第 10 号の項を第 9 号の項とし、第 11 号

の項を第 10 号の項とし、同表に次のように加える。 

11 水産多面的機能
発揮対策事業費

補助金 

漁業者等から構成
される活動組織が

行う干潟・藻場の
再生や保全活動等
を支援することに

より、水産多面的
機 能 の 発 揮 を 図
り、水産業・漁村

の活性化に寄与す
る。 

水産多面的機能発揮対策事業のう
ち、環境・生態系の保全に要する

経費 

事業に要する
経費から国の

補助に係る部
分 （ 70/100 ）
を除いた 1／2

以内 

三重県水産多面
的機能発揮対策

協議会 

12 水産多面的機能
発揮対策運営交

付金 

水産多面的機能の
発揮に資する活動

を行う活動組織の
活動の指導及び確
認を行うことによ

り、適切な活動の
実施を図る。 

市町が水産多面的機能の発揮に資
する活動を行う活動組織への指

導、確認等に要する経費 

定額 市町 

 別表 2 の表を次のように改める。 

 別表 2（第 2 条関係） 

区 分 

（Ａ） 

補 助 金 等 の 名 称 

（Ｂ） 

規則第 20 条第 1 項ただし書の規定により
財産処分の制限をする期間 

（Ｃ） 

規則第 20 条第 1 項第 2 号の規定により財
産処分の制限をする機械及び重要な器具 

1 造林事業費補助金 減価償却資産の耐用年数等に関する省令
に定める耐用年数に相当する期間 

1 件の取得価格又は効用の増加価格が 50
万円以上の機械及び器具 

2 県単森林環境創造事業
費補助金 

3 林業担い手育成確保事

業費補助金 

    

4 林業・木材産業構造改
革事業費補助金 
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5 森林経営計画作成推進

事業費補助金 
    

6 市町村森林所有者情報

整備事業費補助金 

    

7 環境林整備事業費補助
金 

    

8 木質バイオマスエネル
ギー利用促進事業費補

助金 

    

9 農林水産業共同利用施
設災害復旧事業費補助
金 

    

10 森林病害虫等防除事業

費補助金 

    

11 林道事業費補助金     

12 林道施設災害関連事業
費補助金 

    

13 災害関連山村環境施設
復旧事業費補助金 

    

14 林道施設災害復旧事業

査定設計委託費補助金 

    

15 林地崩壊防止事業費補
助金 

    

16 県単林道事業費補助金     

17 林業用施設災害復旧事
業費補助金 

    

18 里地里山保全活動支援

事業費補助金 

    

19 自然に親しむ施設整備
事業費補助金 

    

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行し、改正後の農林水産部関係補助金等交付要綱の規定は、平成 28 年度分の補

助金等から適用する。 

 

三重県告示第254号  

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行細則の規定に基づく木材産業等高

度化推進資金の種類、内容及び貸付条件（平成 8 年三重県告示第 303 号）の一部を次のように改正し、公表の日

から適用します。ただし、同日までに金融機関が貸し付けた木材産業等高度化推進資金に係る利率については、

なお従前の例によります。 

 平成 29 年 3 月 31 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬  

表第 1 号の項及び第 2 号の項を次のように改める。 

 1   事業経営
改 善 合 理 化

資金 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

(1)  素材生
産 等 促 進

資金 

森林組合、中小企業等協同組合等の組
合若しくはその連合会、森林所有者（素

材生産に係るものに限る。）又は数人共
同事業体若しくは単独事業体（数人協同
事業体に単独事業体を加えた事業体を含

む。以下「数人共同事業体等」とい
う。）が素材生産、素材若しくは木材製
品の引取り（木材市場に係る事業体にあ

っては、木材市場における卸売取引に係
るものに限る。）又は素材若しくは木材
製品の加工を行うのに必要な短期又は長

期の運転資金で次に掲げるもの 
ア 素材生産を行うのに必要な資金であ

って、立木購入代金及び素材生産を行

うための作業現場から最終土場までの 

利率 
短期資金 

年 1.60％（4 倍協調資金） 
年 1.50％（3 倍協調資金） 
長期資金（資金の回収期間が 1 年を超え

るもの） 
年 1.30％（4 倍協調資金） 
年 1.20％（3 倍協調資金） 

償還期限 
短期資金 1 年以内 
長期資金 5 年以内 

（据置期間 1 年以内を含む。） 
貸付限度額 1 億円 
特別貸付限度額 

 （知事が林野庁長官の承認を得た場合に 
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 素材生産実施費用 

イ 素材の引取りを行うのに必要な資金

であって、素材の購入代金及び素材の

引取りに必要な輸送費 

ウ 木材製品の引取りを行うのに必要な

資金であって、製材等の購入代金及び

製材等の引取りに必要な輸送費 

エ 素材等の加工を行うのに必要な資金

であって、作業労賃、電力費、燃料費

その他の木材を加工するのに必要な資

金 

なお、エの資金の貸付対象者は、アか

らウまでのいずれかの資金を借り受けよ

うとする者に限る。 

限る。） 

(1) 素材生産に係る資金にあっては、素

材の年平均生産量が 1 万立方メートル

以上の者の事業に要する資金に係るも

の 2 億円 

(2) 素材の引取りに係る資金にあって

は、素材の年平均引取量が 1 万 5 千立

方メートル以上の者の事業に要する資

金に係るもの 2 億円 

(3) 製品の引取りに係る資金にあって

は、木材製品の年平均引取量が 2 万立

方メートル以上の者の事業に要する資

金に係るもの 2 億円 

(4) 素材の引取りに係る資金にあって

は、素材の年平均引取量が 3 万立方メ

ートル以上の者の事業に要する資金に

係るもの 4 億円 

(5) 製品の引取りに係る資金にあって

は、木材製品の年平均引取量が 4 万立

方メートル以上の者の事業に要する資

金に係るもの 4 億円 

(6) 素材及び製品の引取りに係る資金に

あっては、素材及び木材の年平均引取

量 5 万立方メートル以上の者の事業に

要する資金に係るもの 5 億円 

 (2)  素材転

換 促 進 資

金 

 森林組合、中小企業等協同組合等の組

合若しくはその連合会又は木材製造業を

営む者が、原材料調達の一部を外材から

国産材にシフトするための素材の引取り

を行うのに必要な短期又は長期の運転資

金であって、素材の購入代金及び素材の

引取りに必要な輸送費 

 

利率 

短期資金 年 1.30％ 

長期資金 年 1.00％ 

（資金の回収期間が 1 年を超えるもの）

償還期限 

短期資金 1 年以内 

長期資金 5 年以内 

（据置期間 1 年以内を含む。） 

貸付限度額 1 億円 

特別貸付限度額 

（知事が林野庁長官の承認を得た場合に

限る。） 

(1) 素材の引取りに係る資金にあって

は、素材の年平均引取量が 1 万 5 千立

方メートル以上の者の事業に要する資

金に係るもの 2 億円 

(2) 素材の引取りに係る資金にあって

は、素材の年平均引取量が 3 万立方メ

ートル以上の者の事業に要する資金に

係るもの 4 億円 

(3)  間伐等

促進資金 

森林組合、中小企業等協同組合等の組

合若しくはその連合会、森林所有者又は

数人共同事業体等が、間伐等に係る素材

生産、間伐材等の素材若しくはこれらに

係る製品の引取り（木材市場に係る事業

体にあっては、木材市場における卸売取

引に係るものに限る。）又は間伐材等の

素材若しくはこれらに係る製品の加工を

行うのに必要な短期又は長期の運転資金

であって、次に掲げるもの。 

ア 間伐等に係る素材生産を行うのに必

要な資金であって、間伐等に係る立木

購入代金、素材生産を行うための作業

現場から最終土場までの素材生産実施

費用 

イ 間伐材等の素材の引取りを行うのに

必要な資金であって、間伐材等の素材

の購入代金及び間伐材等の素材の引取

りに必要な輸送費 

ウ 間伐材等に係る製品の引取りを行う

のに必要な資金であって、間伐材等に

係る加工丸太及び製材の購入代金並び

に間伐材等に係る加工丸太及び製材の

引取りに必要な輸送費 

エ 間伐材等の素材等の加工を行うのに

必要な資金であって、作業労賃、電力

利率 

短期資金 

年 1.60％（4 倍協調資金） 

年 1.50％（3 倍協調資金） 

年 1.30％（2 倍協調資金） 

長期資金 

（資金の回収期間が 1 年を超えるもの）

年 1.30％（4 倍協調資金） 

年 1.20％（3 倍協調資金） 

年 1.00％（2 倍協調資金） 

償還期限 

短期資金 1 年以内 

長期資金 5 年以内 

（据置期間 1 年以内を含む。） 

貸付限度額 1 億円 

特別貸付限度額 

（知事が林野庁長官の承認を得た場合に

限る。） 

間伐材の引取りに係る資金にあっては、

素材の年平均引取量が 2 万 5 千立方メート

ル以上の者の事業に要する資金に係るもの

2 億円 
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 費、燃料費その他の木材を加工するの

に必要な資金 
なお、エの資金の貸付対象者は、アか

らウまでのいずれかの資金を借り受けよ

うとする者に限る。 
 

 

  

 

2  構造改善
合理化貸金 

 

(1)  チップ
等 安 定 供
給資金 

1  森林所有者、森林組合、森林組合連
合会又は素材生産業を営む者若しくは
その組織する団体であって、間伐等に

係る素材生産を行う者（チップ工場等
との異業種間での連携を行う者に限
る。）が、間伐材等チップの原材料と

なる間伐等に係る素材生産を行うのに
必要な短期又は長期の運転資金であっ
て、素材生産を行うための作業現場か

ら最終土場までの素材生産実施費用
（作業道の開設又は改良に必要な費用
を含む。） 

2  森林組合、森林組合連合会又は木材
製造業を営む者若しくはその組織する
団体であって、間伐材等チップの生産

を行う者（製紙工場や素材生産業者等
との異業種間での連携を行う者に限
る。）が、間伐材等チップの原材料と

なる間伐材等の素材を引取るのに必要
な短期又は長期の運転資金であって、
間伐材等の素材の購入代金（前渡金又

は予約金を含む。）及び間伐材等の素
材の引取りに必要な輸送費 

利率 
短期資金 年 1.30％ 
長期資金 年 1.00％ 

（資金の回収期間が 1 年を超えるもの） 
償還期限 

短期資金 1 年以内 

長期資金 5 年以内 
（据置期間 1 年以内を含む。） 

貸付限度額 1 億円 

特別貸付限度額 
（知事が林野庁長官の承認を得た場合に

限る。） 

(1) 年平均素材生産量が 1 万立方メート
ル以上の者の事業に要する資金に係る
もの 2 億円 

(2) 年平均引取量が 1 万 5 千立方メート
ル以上の者の事業に要する資金に係る
もの 2 億円 

 

  

 (2)  木材高

度 加 工 資
金 

次に掲げる木材の製造に係る事業体が

木材の加工を行うのに必要な短期又は長
期の運転資金であって、作業労賃、電力
費、燃料費その他の木材を加工するのに

必要な資金（素材、製材等の購入代金及
び販売・管理費を除く。） 
ア 次の施設又は設備を導入している木

材の加工を行う事業体であって、素材
又は木材製品の年間取扱量がおおむね
3,000 立方メートル以上のもの 

集成材製造施設、人工乾燥施設、薬
剤処理施設、プレカット加工施設、廃
木材破砕・再生処理施設、製材用省力

化設備、合板用省力化設備、木製組立
材料製造用省力化設備、合板用原材料
として広葉樹から針葉樹への原料転換

を図るための機械設備 
イ 合併等により新たに設立された素材

等の加工を行う事業体であって、素材

又は木材製品の年間取扱量がおおむね
5,000 立方メートル以上のもの 

ウ 木材ＪＡＳ製品、乾燥材等の高度加

工を行うもの 

利率 

短期資金 年 1.30％ 
長期資金 年 1.00％ 
（資金の回収期間が 1 年を超えるもの） 

償還期限 
短期資金 1 年以内 
長期資金 5 年以内 

（据置期間 1 年以内を含む。） 
貸付限度額 1 億円 

 

 (3)  原木確
保 協 定 定
促進事業 

1  木材の製造に係る事業体が原木を安
定的に確保するため、立木又は素材の
計画的な引取り及び素材若しくは木材

製品の加工を行うのに必要な短期又は
長期の運転資金で、立木又は素材の購
入代金（前渡金、予約金、木材市場に

おける決済資金等を含む。）、立木又
は素材の引取りに必要な輸送費及び素
材等の加工を行うのに必要な作業労

賃、電力費、燃料費その他の素材等の
加工を行うのに必要な資金（販売・管
理費を除く。） 

利率 
短期資金 年 1.50％ 
長期資金 年 1.20％ 

（資金の回収期間が 1 年を超えるもの） 
償還期限 

短期資金 1 年以内 

長期資金 5 年以内 
（据置期間 1 年以内を含む。） 

貸付限度額 3 億円（林野庁長官が 4 億円

を超えない範囲で承認した場合は、その承
認額） 
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  2  木材の卸売又は木材市場に係る事業

業体が原木を安定的に確保するため、
立木又は素材の計画的な引取りを行う
のに必要な短期又は長期の運転資金

で、立木又は素材の購入代金（前渡
金、予約金、木材市場における決済資
金等を含む。）及び立木又は素材の引

取りに必要な輸送費 

  

 表第 3 号の項から第 7 号の項までを削り、同表第 8 号の項資金内容の欄を次のように改める。 

 1  林業を営む者が行う造林に必要な短期

又は長期の運転資金で、作業労賃、苗木
代、燃料費、機械・施設の使用料及び作
業委託費 

2  効率的かつ安定的な林業経営を担い得
る林業事業体又は知事が認定した中核組
合が素材生産を請負わせるのに必要な短

期又は長期の運転資金で、素材生産に係
る請負契約に基づく前渡金及び中間払い
金並びに当該請負契約を行うために必要

となる作業労賃 

   

 表第 8 号の項中「2.35％」を「1.30％」に改め、同項を同表第 3 号の項とする。 

 

 

訓 令 

 

三重県訓令第 4 号 

庁 中 一 般 

地 域 機 関 

 三重県公文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成 29 年 3 月 31 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

三重県公文書管理規程の一部を改正する訓令 

 三重県公文書管理規程（平成 18 年三重県訓令第 4 号）の一部を次のように改正する。 

 別表第 1 その 1 の表中「、雇用経済部観光局長及び雇用経済部伊勢志摩サミット推進局長」を「及び雇用経済 

 「   

部観光局長」に、 
 雇用経済部観光局長 

雇用経済部伊勢志摩サミット推進局長 
 を「｜雇用経済部観光局長        ｜」に改 

   」   

める。 

 第 7 号様式中「速達」を「速達 特定記録」に改める。 

   附 則 

この訓令は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 
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